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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 第31期より連結財務諸表を作成しておりますので、第30期については記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第31期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

４ 第32期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

５ 提出会社は、平成18年７月１日付で、普通株式１株を２株に分割しております。 

６ 純資産額の算定にあたり、平成19年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) ― 27,249,325 29,463,561 32,445,054 34,221,363

経常利益 (千円) ― 1,123,259 1,365,342 1,787,282 1,907,931

当期純利益 (千円) ― 423,874 448,598 742,861 882,150

純資産額 (千円) ― 10,419,286 11,018,102 11,618,586 12,372,860

総資産額 (千円) ― 18,867,882 19,501,075 20,535,131 20,588,010

１株当たり純資産額 (円) ― 1,107.94 1,123.71 1,184.91 626.32

１株当たり当期純利益 (円) ― 43.95 45.11 74.22 44.86

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 73.91 44.63

自己資本比率 (％) ― 55.2 56.5 56.6 60.0

自己資本利益率 (％) ― 4.1 4.2 6.6 7.4

株価収益率 (倍) ― 14.0 16.6 19.5 15.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 1,291,268 110,085 2,194,057 927,021

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △422,188 △440,494 △439,300 △664,216

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △455,796 389,372 △481,011 △1,261,788

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) ― 950,550 1,009,514 2,283,259 1,284,275

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
―

(―)

248

(1,067)

254

(1,182)

258

(1,312)

272

(1,343)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 持分法を適用した場合の投資利益については、第30期は関連会社がないため、記載しておりません。 

２ 第30期及び第32期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第31期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

４ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

５ 第31期から連結財務諸表を作成しておりますので、第31期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活

動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、

現金及び現金同等物の期末残高については記載しておりません。 

６ 提出会社は、平成18年７月１日付で、普通株式１株を２株に分割しております。 

７ 純資産額の算定にあたり、平成19年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 25,427,185 27,126,170 29,271,460 32,188,566 33,950,930

経常利益 (千円) 762,960 1,127,725 1,381,874 1,798,567 1,911,887

当期純利益 (千円) 179,345 428,410 465,310 739,159 886,150

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,834,000 2,834,000 2,986,400 2,986,400 2,986,400

発行済株式総数 (株) 9,553,300 9,553,300 9,953,300 9,953,300 19,906,600

純資産額 (千円) 10,126,697 10,421,849 11,037,377 11,634,160 12,392,433

総資産額 (千円) 17,643,665 18,840,881 19,422,326 20,528,412 20,596,932

１株当たり純資産額 (円) 1,076.90 1,108.21 1,125.67 1,186.50 627.31

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額)

(円)
(円)

15.00
(―)

15.00
(―)

15.00
(―)

18.00
(―)

10.00
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 18.03 44.43 46.84 73.84 45.07

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 73.53 44.84

自己資本比率 (％) 57.4 55.3 56.8 56.7 60.1

自己資本利益率 (％) 1.8 4.2 4.3 6.5 7.4

株価収益率 (倍) 22.0 13.8 16.0 19.6 15.8

配当性向 (％) 83.2 33.8 32.0 24.4 22.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,431,910 ― ― ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △233,455 ― ― ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △936,657 ― ― ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 534,544 ― ― ― ―

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
235

(978)

243

(1,062)

248

( 1,174)

250

( 1,275)

269

(1,333)



２ 【沿革】 

昭和13年５月、現社長木山茂年の父である故木山鹿次郎が東京都葛飾区新小岩１丁目に荒物雑貨店を開

業。昭和23年７月、個人営業を「合資会社丸二商会」に変更。昭和31年10月、東京都葛飾区に家具販売を

業とする支店を開設。昭和42年３月、千葉県船橋市に鞄・袋物販売を業とする支店を開設。昭和44年７

月、東京都葛飾区の荒物雑貨店をハンドバッグ専門店に業態変更。昭和44年12月、東京都北区にハンドバ

ッグ専門店をテナント出店し、多店舗展開を開始。 

  

 
  

年月 概要

昭和49年８月 東京都葛飾区新小岩１丁目にて株式会社東京デリカ(資本金40,000千円)を設立。

昭和50年２月 合資会社丸二商会から家具販売業を除く、全部門(鞄、袋物、革コート、毛皮、靴及び雑貨)の営

業を譲受。

昭和51年９月 福岡市中央区「天神地下街」に九州地区第１号店を開設。

昭和52年４月 千葉県松戸市「松戸駅ビル」に駅ビル内店舗第１号店を開設。

昭和54年２月 業種の相違から、靴部門を独立運営するため、株式会社シューズデリカ(資本金8,000千円、持株

比率75％)を設立。

昭和54年10月 グループ２社(当社及び株式会社シューズデリカ)の店舗数が50店舗を達成。

昭和56年３月 業務拡大に伴い、本社を東京都葛飾区新小岩２丁目に移転。

昭和57年４月 青森県弘前市「弘前駅ビル」に東北地区第１号店を開設。

昭和58年７月 販売戦略上、関西地区を独立運営するため、株式会社関西デリカ(資本金5,000千円、持株比率

80％)を設立。

昭和58年８月 株式会社関西デリカに関西地区の営業を譲渡。

昭和58年10月 徳島県徳島市内のショッピングセンター「アミコ」に四国地区第１号店を開設。

昭和61年２月 営業部門の強化を図るため、販売部制度を導入。ブロック長職を設置。

昭和61年８月 事務の合理化と迅速化を図るため、本社にコンピュータを導入。

昭和62年６月 グループ３社(当社、株式会社関西デリカ及び株式会社シューズデリカ)の店舗数が100店舗を達

成。

昭和63年６月 愛知県犬山市内のショッピングセンター「キャスター」に中京地区第１号店を開設。

平成元年７月 札幌市北区「札幌駅ビル」に北海道地区第１号店を開設。

平成２年４月 広島市西区内のショッピングセンター「アルパーク」に中国地区第１号店を開設。

平成３年１月 業容拡大に伴い、本社を商品部と管理部門とに分離し、管理部門を東京都葛飾区新小岩１丁目に

移転。

平成３年２月 営業力強化及び管理の一元化のため、株式会社関西デリカ及び株式会社シューズデリカを合併。

平成３年12月 管理強化のため、店舗へのコンピュータシステムの導入を開始。

平成４年11月 千葉県船橋市にロードサイド型店舗第１号店を開設し、これにより店舗数が200店舗を達成。

平成６年８月 日本証券業協会に店頭登録し株式を公開。

平成８年４月 本社兼不動産賃貸用ビルを取得。

平成８年６月 店舗数が300店舗を達成。

平成13年10月 鞄・袋物製造、卸売を業とするディレクターズ株式会社を設立（資本金10,000千円,持株比率

100％,現連結子会社）。

平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年３月 当社グループの店舗数が400店舗を達成。

平成18年４月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社及び連結子会社１社により構成されており、鞄・袋物の販売を主な内容と 

して事業活動を行なっております。 

 当社の主たる事業内容は、鞄・袋物及び財布・雑貨類の小売販売であり、全国のショッピングセ 

ンター・駅ビル等の商業施設にさまざまなショップブランドで直営店舗をテナント出店しておりま 

す。主なショップブランドの特徴及び店舗数は次のとおりであります。 

平成19年3月末現在 

 
 (注) １店舗2ショップブランドでカウントする場合があるため、店舗数合計よりもショップブランド別店舗数合計

 が多くなっております。 

ショップブランド コンセプト 店舗数

ＬＡＰＡＸ 

（ラパックス）

ヤングからキャリアの流行に敏感な客層に対していち早く最新ト

レンドを提供。人気ブランドはもちろん、ダブルネームや限定品

なども展開し、コアカスタマーの期待に応えます。

178店

ＣＯＬＬＡＧＥ 

（コラージュ）

ターゲットは、自分のためのスタイルを確立しつつある20代の女

性。「natural & feminine」をテーマに「自分らしさ」を飾るア

クセサリーグッズを提案します。

94店

Ｌｅ Ｆｒａｕ 

（ルフラウ）

キャリアからアダルトまでの幅広い客層をターゲットにしたフル

ライン型店舗。ファッション性を重視した自主編集と顧客ロイヤ

リティの高いナショナルブランドを高感度にミックス。

27店

ＳＡＣ'Ｓ ＢＡＲ 

（サックスバー）

グローバルスタンダードの視点でオリジナリティ溢れるドメステ

ィックブランドをセレクトした大人のためのバッグショップ。先

進のインテリアがブランドの世界観を忠実に表現。

54店

ＧＲＡＮ ＳＡＣ'Ｓ 

（グランサックス）

都会的な20代のカップルをターゲットに設定し、「トレンド」と

「こだわり」をテーマにブランドをセレクトした新しいスタイル

のバッグショップを提案します。

16店

ＤＲＡＳＴＩＣ 

ＴＨＥ ＢＡＧＧＡＧＥ 

（ドラスティックザバゲージ）

30代から40代前半の自分自身にこだわりを持つ男性をターゲット

に、インターナショナルな時代性や感度を持ったハイクラス・ス

タイリッシュ・ブランドを展開。

3店

ＡＭＡ 

（アーマ）

Accessories for Modern Age 「モダンエイジのためのアクセサ

リー」がテーマ。NY、Paris、London、Milano、そしてTokyoより

発信される最新モードのバッグやアクセサリーをセレクト。

7店

ＢＥＡＵ ＡＴＯＵＴ 

（ボーアトゥ）

斬新なインテリアを取り入れた進化系アクセサリーショップ。季

節を彩るこだわりのアクセサリーのみをセレクトし、ターゲット

を高感度な大人の女性に絞っています。

2店

その他

以前の主力ブランドであり、フルラインの商品構成の「TOKYO 

DERICA」(東京デリカ)、「吉田」のオンリーショップ

「KURACHIKA」等があります。

60店



 ディレクターズ㈱の主たる事業内容は、オリジナル企画商品である鞄・袋物の販売であり、主要都市

の有名百貨店や専門店等に卸売販売を行ない、直営店舗で小売販売を行なっております。また、一部商品

を当社に販売しております。 

 なお、当社は、関連当事者である㈱エムケー興産から本店店舗を賃借しております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

   （連結子会社） 

 

  

  

４ 【関係会社の状況】 

 
(注) １ 特定子会社に該当する会社はありません。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

  

名称 住所
資本金 
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社） 

ディレクターズ㈱

 

東京都台東区

 

40,000

 

鞄、袋 物 の 企

画、製造、販売

 

100.0

当社に商品を販売し

ております。 

また、当社より資金

の貸付を行なってお

ります。 

役員の兼任4名



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

(平成19年３月31日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成19年３月31日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含め、ストック・オプションによる株式報酬費用は除いておりま

す。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループの労働組合は、平成11年11月10日に東京デリカユニオンとして結成され、同時にUIゼン

セン同盟専門店ユニオン連合会に加盟いたしました。平成19年３月31日現在、組合員数1,400人で、結

成以来円満な労使関係を維持しております。 

  

事業の名称 従業員数(名)

小売販売事業
269

(1,333)

卸売販売事業
3

(10)

合計
272

(1,343)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

269
(1,333)

36.1 10.1 5,142



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度のわが国の経済は、好調な企業収益や民間設備投資の増加等により、景気の緩やかな拡

大が続いてまいりました。個人消費につきましても、雇用環境の改善等により概ね回復基調で推移いたし

ました。 

 流通業界におきましては、依然として商業施設の新設や改装が相次ぎ、商業施設間での競合はますます

激化し、個人消費は回復基調にあるものの、業界を取り巻く環境は一段と厳しいものとなってまいりまし

た。 

 このような状況下で、当社グループは、小売部門につきましては、大型ショッピングセンターを中心に

41店舗の新規出店を行ない、売上高の拡大を図ってまいりました。地域別内訳は、北海道・東北地区に９

店舗、関東地区に７店舗、中部地区に４店舗、近畿地区に８店舗、中国・四国地区に３店舗、九州地区に

10店舗であります。 

 既存店につきましては、店舗の活性化、売上高の伸長のため、30店舗の改装を行ない、併せてショップ

ブランドの変更、場所移動、売場面積の拡大等を行なってまいりました。同時に、不採算店の退店を進

め、期中の退店は13店舗となりました。 

 これらにより、期末店舗数は440店舗となりました。 

 ショップブランドでは、ブランドセレクトショップである「SAC'S BAR」、「GRAN SAC'S」を大型ショ

ッピングセンターに積極的に出店し、さまざまなブランドとの取組みを推進し、また、内装のグレードア

ップ、個性化を行ない、ショップブランドイメージの向上、確立を図ってまいりました。同時に、店舗の

大型化に対応して標準型店舗である「LAPAX」とアクセサリー取扱い店舗である「COLLAGE」を組み合わせ

た「LAPAX WORLD」を、複合業態として展開してまいりました。 

 品種別の状況では、メンズ・トラベルバッグが高い売上伸長を維持しております。これは、旅行者数の

増加等によりトラベルバッグの売上点数が伸長するとともに、男性のファッションに対する関心の高まり

によりブランド商品を中心にメンズバッグの売上が増大したためであります。また、オリジナル商品や高

値入商品の貢献により、粗利益率も向上いたしました。 

 ハンドバッグは、売上単価が上昇して売上増加に繋がり、粗利益率も改善しております。 

 財布・雑貨類は、新規出店店舗や改装店舗を中心として財布・雑貨類の取扱店舗が増加しましたが、売

上点数が微増に止まり、売上単価は上昇したものの売上の伸び率は鈍化しております。 

 一方、カジュアルバッグの売上は冷夏、暖冬の天候不順の影響を受け、また、売れ筋商品が少なかった

ため、やや低調に推移し、粗利益率も低下しております。 

 インポートバッグは、一部のブランドを除いては需要の低下が続き、取扱い店舗を縮小していることも

あり、売上高はさらに減少しております。 

 小売部門全体としては、既存店売上が堅調であったことと新規出店効果等により売上は総じて順調に推

移し、粗利益率も0.5%改善いたしました。 

 卸売部門については、卸売先の見直し、整理を行なったため、売上が減少しております。 

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は34,221百万円(前年同期比5.5%増)となりました。利益面につ

きましても、売上高の増加と粗利益率の向上により、営業利益は1,931百万円(前年同期比7.0%増)、経常

利益は1,907 百万円(前年同期比6.8%増)、当期純利益は882百万円(前年同期比18.8%増)とそれぞれ増加い

たしました。 



 今後の見通しにつきましては、国内経済は景気の緩やかな拡大が続き、個人消費も回復基調で推移す

るものと思われますが、流通業界においては、商業施設間、業態間、企業間のさまざまな競合がますます

激しくなり、より厳しい状況が続くものと予測されます。 

 このような状況下において、当社グループは積極的な店舗のビルド＆スクラップにより業容の拡大を図

るとともに、オリジナル商品や高値入商品の取組みの拡大、仕入掛率改善交渉の推進等により粗利益率の

改善を図ってまいります。同時に、人材の確保、発掘、教育等に注力して販売力、管理能力の強化に努め

てまいります。さらに、POSシステムや本社コンピュータシステムの見直しによる店舗作業や事務作業の

効率化・合理化等による諸経費の抑制、削減等に努め、全社をあげて業績の向上に努めてまいります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて、税金等調整前当期純利益の増加

130百万円や仕入債務の増加240百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加278百万円、たな

卸資産の増加647百万円、法人税等の支払の増加533百万円等の減少要因により、前連結会計年度に比べ

て、1,267百万円減少し、927百万円のプラスとなりました。 

 次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて、新規出店及び改装等に伴う

設備投資が225百万円増加したことにより、664百万円のマイナスとなりました。 

 最後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の全額返済を行なったこと等により、前連結

会計年度に比べて780百万円の減少となり、1,261百万円のマイナスとなりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高に比べて998百万

円減少し、1,284百万円となりました。 

  



２ 【販売及び仕入の状況】 

(1) 販売方法 

当社は直営店舗において一般消費者に直接販売しており、子会社においては卸売販売及び直営店舗で

の小売販売を行なっております。 

  

(2) 品種別販売実績 

  

 
(注) １ 小売販売「その他」には、レザーウェア・毛皮、メンズバッグ等が含まれております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 県別売上高 

  

 
  

事業・商品別 売上高(千円) 前年同期比(％)

小売販売

ハンドバッグ 5,193,622 108.1

カジュアルバッグ 6,911,846 95.2

インポートバッグ 2,383,092 88.4

財布・雑貨 9,541,088 105.2

その他 9,953,717 119.7

小計 33,983,368 105.7

卸売販売 154,548 75.4

不動産賃貸収入 83,446 94.9

合計 34,221,363 105.5

県別 売上高(千円) 前年同期比(％)

北海道・東北地区

北海道 900,420 125.3

青森県 347,838 95.1

岩手県 297,592 127.6

宮城県 465,434 86.2

福島県 158,393 102.3

北海道・東北地区計 2,169,678 107.8

関東地区

茨城県 1,346,696 104.6

栃木県 489,724 107.2

群馬県 190,679 96.3

埼玉県 2,095,649 113.5

千葉県 2,216,129 98.1

東京都 4,353,939 104.3

神奈川県 2,271,329 106.8

関東地区計 12,964,148 105.0



 
(注) １ 東京都の売上高には、卸売販売154,548千円及び不動産賃貸収入83,446千円を含めて表示しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

県別 売上高(千円) 前年同期比(％)

中部地区

山梨県 206,470 108.7

長野県 681,720 97.0

新潟県 458,003 96.4

富山県 84,818 101.7

岐阜県 488,429 181.9

静岡県 669,490 101.6

愛知県 1,125,521 104.4

中部地区計 3,714,455 107.5

近畿地区

三重県 99,138 61.9

滋賀県 170,709 108.8

京都府 423,693 99.8

大阪府 1,827,846 106.9

兵庫県 1,246,424 112.5

奈良県 182,761 108.0

和歌山県 206,180 99.5

近畿地区計 4,156,754 105.6

中国・四国地区

鳥取県 202,385 93.9

島根県 235,673 95.0

岡山県 644,370 132.6

広島県 1,385,468 107.7

山口県 712,179 102.0

徳島県 223,178 93.8

香川県 179,540 85.5

愛媛県 268,858 96.3

中国・四国地区計 3,851,654 105.2

九州地区

福岡県 2,837,963 105.9

佐賀県 465,849 125.7

長崎県 519,540 106.6

熊本県 1,239,503 98.6

大分県 534,015 114.1

宮崎県 548,511 97.0

鹿児島県 608,458 95.4

沖縄県 610,830 108.0

九州地区計 7,364,672 104.7

合計 34,221,363 105.5



(4) 単位当たりの売上高 

  

 
(注) １ 売場面積は「大規模小売店舗立地法」に基づくものであり、営業月数を基礎として算出しております。 

２ 従業員数は、パートタイマーを含めて表示しており、期中平均(１人当たり１日８時間換算)にて算出してお

ります。 

３ 売上高は、小売販売部門の売上高であります。 

  

(5) 仕入実績 

  

 
(注) １ 小売販売「その他」には、レザーウェア・毛皮、メンズバッグ等が含まれております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

売上高(千円) 32,152,262 33,983,368

売場面積(平均)(㎡) 38,273.9 40,726.5

１㎡当たり売上高(千円) 840 834

従業員数(平均)(人) 1,537 1,605

１人当たり売上高(千円) 20,918 21,173

事業・商品別 仕入高(千円) 前年同期比(％)

小売販売

ハンドバッグ 3,025,062 110.7

カジュアルバッグ 4,012,292 97.4

インポートバッグ 1,367,463 94.1

財布・雑貨 5,437,958 110.6

その他 5,871,099 119.7

小計 19,713,877 108.8

卸売販売 82,252 54.0

合計 19,796,129 108.3



３ 【対処すべき課題】 

流通業界においては、個人消費の緩やかな回復が期待される一方、業種、業態を超えた競合がますます

激しくなることが予測されます。さらに、人手不足やそれに伴う人件費の上昇等も懸念され、業界を取り

巻く環境はますます厳しくなるものと思われます。このような状況下において、当社グループは、「基本

の徹底と改革する意思」をスローガンに掲げて、「業態改革」、「教育改革」、「C.S.改革」、「管理能

力の強化」に取り組んでまいります。 

 「業態改革」につきましては、まず、メンズ部門と比較して苦戦傾向にあるレディース部門における業

態の確立を図り、レディース部門の再構築を目指してまいります。また、好調なメンズ業態のさらなる進

化、アクセサリー部門の見直しによる商品構成の充実、ショップイメージの刷新等を図ってまいります。

さらに、大型店舗における複合業態の展開を進めるなど、業態の全般的な見直し、進化を図ってまいりま

す。 

 従業員教育につきましては、「仕事の基本」、「商品知識」、「陳列技術」、「接客技術」等について

マニュアルの作成・活用を図るとともに、集合教育や商品勉強会等を積極的に実施することにより「教育

改革」を実行してまいります。 

 さらに、「教育改革」を通じて店長以上の管理職者の「管理能力の強化」や従業員の「C.S.改革」にも

取り組んでまいります。 

 また、人材確保のための人件費の上昇やJ-SOX法対応のための経費発生等が予測される中で、仕入先と

の値入率の改善交渉を全社的に推し進め、また、高値入商品・オリジナル商品の販売拡大に取り組んでい

くことにより、粗利益率のさらなる向上を図り、利益の確保を図ってまいります。 

 以上のほか、諸経費の見直しによる抑制、節減にも努め、全社を挙げて業績の向上を図ってまいる所存

であります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影

響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

(1) 出店政策について 

当社グループは、ショッピングセンター・駅ビル等にテナントとして出店を行なっております。新規

出店にあたっては、商圏、競合状況、売上予測、賃料条件、出店コスト等を検討し、収益性を見込める

店舗に出店しております。このため、当社の出店条件に合致する物件の数が当初の出店予定数と異なる

ことがあります。 

 また、出店後は店舗別の損益管理を行ない、業績改善の見込みのない不採算店舗については退店を行

なっていますが、退店店舗数についても当初の予定店舗数と異なることがあり、出退店の店舗数が当初

の予定店舗数と異なった場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



（単位：千円） 

 
   （注）１ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

      ２ 店舗数については、平成16年3月期に店舗損益管理上の理由から、同一商業施設内に 

        複数のショップブランドで出店を行なっている店舗の管理単位の見直しを行なった 

        結果、11ヶ所の商業施設で従来の１店舗を２店舗に分割し、２ヶ所の商業施設で従 

        来の２店舗を１店舗に合併したため、前期末に比べて既存店ベースで９店舗多く表 

        示されております。 

        平成18年3月期には、改装に伴い店舗の管理単位の見直しを行ない、平成17年3月期 

        までは１店舗として数えておりました飯田橋店をルフラウとコラージュの２店舗に 

        分けたため、前期末に比べて既存店ベースで１店舗多く表示されております。 

      ３ 平成16年3月期以降については連結ベースの数値を記載しております。 
  

な お、退 店 に 伴 う 退 店 処 理 損 の 金 額 が 当 初 の 予 定 と 異 な っ た 場 合 に も、当 社 グ ル ー

プ の 経 営 成 績 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が あ り ま す。退 店 処 理 損 の 金 額 は、平 成 17 年 3 月

期35,148千円、平成18年3月期40,962千円、平成19年3月期は29,182千円であります。 

  

(2) 流行について 

当社グループの取扱商品は、ハンドバッグ、カジュアルバッグ、インポートバッグ等のレディースバ

ッグ類、メンズバッグ・トラベルバッグ等の鞄類、財布やアクセサリー等の小物雑貨類等であります。

現在、仕入先は300社以上であり、店ごとに地域の顧客ニーズに合致した品揃えをするため各店仕入シ

ステムを採用しており、結果として取扱商品は多岐にわたり、また、特定の仕入先や商品の売上には依

存しない販売体制となっております。 

 しかしながら、商品によってはライフサイクルが短く、消費者の嗜好の変化に伴い短期間に売上が低

下したり、また、ブランドの人気の消長に伴い販売動向が左右されることがあります。さらに、販売不

振の商品のうち、滞留在庫については陳腐化に伴う損失が発生することがあり、当社グループの経営成

績は商品の流行による影響を常に受けております。 

  

(3) 敷金及び保証金について 

当社グループはテナント出店に際し、ショッピングセンターのデベロッパー等に対して敷金・保証金

の差し入れをしている店舗があり、当連結会計年度末現在における当社グループの敷金・保証金は、

6,362,766千円であり、総資産の30.9％を占めております。賃借先の倒産等の事由により敷金・保証金

の全部又は一部が回収できなくなった場合は、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

決算年月 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

売上高 25,427,185 27,249,325 29,463,561 32,445,054 34,221,363

期末店舗数 339 366 402 412 440

当期出店数 25 47 47 37 41

当期退店数 25 20 20 28 13



(4) 売掛金について 

当社グループの販売はほとんど全てがいわゆるショッピングセンター内の賃借店舗で行なわれてお

り、大半の店舗では毎日の売上金（現金売上及びクレジット売上）はそのショッピングセンターの運営

会社（デベロッパー）等に預託され、一定期間（半月が最も多い）の後、当社に返還されます。このよ

うな預け金をデベロッパー預け金と称しておりますが、これについては預託相手先のショッピングセン

ター運営会社（デベロッパー）等が倒産した場合、全額回収できない可能性があり、当社グループの経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5) 法的規制について 

当社グループは、消費者保護関連、個人情報保護、環境・リサイクル関連、独占禁止等の各種法律等

の規制を受けており、それらの遵守に努めております。しかしながら、予期し得ない原因等によりこれ

らの法律に抵触した場合には、当社グループに対する活動の制限、費用の発生、当社グループの社会的

信用の低下などにより、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(6) 関連当事者との取引について 

当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)における関連当事者との取引は下記の

とおりであります。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
 

(注) １ ㈱エムケー興産は、当社代表取締役木山茂年が議決権の32.0％、同社取締役木山剛史が議決権の16.6％直接

保有しております。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

建物の賃借については、賃貸人の賃貸に係るコストを参考にして賃借料を決定しております。 

３ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等(人)
事業上 
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む)

㈱ エ ム ケ
ー興産

東京都 
葛飾区

18,200 不動産の賃
貸・管理業

(被所有) 
直接28.1％ 
 

兼任２ 建物 
賃借

本店の店舗
賃借

5,933 
 
 
 

― ―
 



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態の分析 

①資産の状況 

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べて52百万円増加し、20,588百万円となりまし

た。 

 これは主に、借入金の返済等による現金及び預金の減少998百万円があったものの、事業規模の拡大

によって、売上債権の増加405百万円、たな卸資産の増加245百万円、有形固定資産の増加268百万円及

び敷金・保証金の増加148百万円によるものであります。 

②負債の状況 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べて701百万円減少し、8,215百万円となりまし

た。 

 これは主に、売上高の伸び等に伴う仕入債務の増加440百万円があったものの、借入金の返済による

減少1,170百万円や未払法人税等の減少243百万円によるものであります。 

③純資産の状況 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて754百万円増加し、12,372百万円となりま

した。 

 これは主に、当期純利益882百万円の計上によるものです。 

  

(2) キャッシュ・フローの分析 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて、税金等調整前当期純利益の増加

130百万円や仕入債務の増加240百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加278百万円、たな

卸資産の増加647百万円、法人税等の支払の増加533百万円等の減少要因により、前連結会計年度に比べ

て、1,267百万円減少し、927百万円のプラスとなりました。 

 次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて、新規出店及び改装等に伴う

設備投資が225百万円増加したことにより、664百万円のマイナスとなりました。 

 最後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の全額返済を行なったこと等により、前連結

会計年度に比べて780百万円の減少となり、1,261百万円のマイナスとなりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高に比べて998百万

円減少し、1,284百万円となりました。 

  



(3) 経営成績の分析 

①売上高の状況 

 当連結会計年度の売上高は、前年同期比5.5%増の34,221百万円となりました。 

 小売部門の売上高は、前年同期比5.7%増の33,983百万円となりました。売上高の増加の主な要因は、

新規出店効果および既存店売上が前年同期を1.1%上回ったことによるものであります。 

 品種別に見ますと、メンズ・トラベルバッグが前年同期比20.5%増と売上を大幅に伸長しておりま

す。これは、既存店においてトラベルバッグの売上が好調に推移し、また、ブランド商品を中心とした

メンズバッグの売上が増加したことと、「SAC'S BAR」、「GRAN SAC'S」、「LAPAX」等の新規出店店舗

においてメンズ・トラベルバッグの取扱いをさらに強化したためであります。また、ハンドバッグは売

上単価が3.5%上昇したことにより、前年同期比8.1%増と売上が順調に推移しました。一方、財布、雑貨

類はやや低調に推移し、取扱店舗増にもかかわらず、前年同期比5.2%増に止まり、全体の売上伸率を下

回っております。カジュアルバッグは天候不順の影響と、売れ筋商品が少なかったため、前年同期比

4.8%減となりました。インポートバッグは、取扱店舗数の減少もあり、前年同期比11.6%減と減少傾向

が続いております。 

 卸売部門の売上高は前年同期比24.6%減の154百万円となりました。これは、百貨店等の卸売先の見直

し、整理を行なったためであります。 

 ②営業利益の状況 

 当連結会計年度の営業利益は、前年同期比7.0%増の1,931百万円となりました。売上総利益率は前連

結会計年度の42.3%から42.8%に上昇したものの、販売管理費率も前連結会計年度の36.7%から37.2%に上

昇しております。これは、主に人件費の増加及び新規出店、店舗改装に伴う減価償却費の増加によるも

のであります。 

 ③経常利益の状況 

 当連結会計年度の経常利益は、前年同期比6.8%増の1,907百万円となりました。これは、営業利益の

増加に伴うものであります。 

 ④当期純利益の状況 

 当連結会計年度の当期純利益は、前年同期比18.8%増の882百万円となりました。これは、経常利益の

増加に伴うものであります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

業容の拡大を図るため、浦和美園店を始め、41店を新設し、その他30店舗の内装等の改装をいたしまし

たところ、当連結会計年度中の設備投資額は1,093,766千円となりました。なお、経営効率上の観点か

ら、不採算店等13店舗を閉店いたしましたが、重要な影響を及ぼすものはありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1)提出会社                            (平成19年３月31日現在) 

 
  

県別
土地 建物及び構築

物(千円)

その他の有
形固定資産 
(千円)

投下資本
合計 
(千円)

事業所数
従業員数
(名)面積(㎡) 金額(千円)

北海道・東北地区

北海道 ― ― 33,310 16,384 49,694 14 6

青森県 ― ― 5,342 518 5,861 4 2

岩手県 ― ― 10,968 9,869 20,838 6 1

宮城県 ― ― 24,362 33,693 58,055 9 4

福島県 ― ― 263 159 422 2 1

北海道・東北地区計 74,247 60,626 134,873 35 14

関東地区

茨城県 ― ― 24,633 10,700 35,333 17 9

栃木県 ― ― 12,824 3,722 16,547 6 5

群馬県 ― ― 3,625 4,395 8,021 3 2

埼玉県 ― ― 44,292 7,281 51,573 23 18

千葉県 ― ― 24,941 14,685 39,627 29 16

東京都 ― ― 63,556 34,576 98,133 41 42

神奈川県 ― ― 46,853 13,148 60,002 30 22

関東地区計 220,728 88,510 309,239 149 114

中部地区

山梨県 ― ― 3,515 255 3,770 3 1

長野県 ― ― 15,803 5,991 21,794 11 5

新潟県 ― ― 10,291 1,177 11,468 6 2

富山県 ― ― 392 3 396 1 ―

岐阜県 ― ― 15,259 518 15,778 6 2

静岡県 ― ― 6,939 368 7,308 7 5

愛知県 ― ― 25,759 1,178 26,938 17 4

中部地区計 77,961 9,493 87,455 51 19

近畿地区

三重県 ― ― 4,513 ― 4,513 1 ―

滋賀県 ― ― 1,692 30 1,723 2 1

京都府 ― ― 8,531 1,496 10,028 5 2

大阪府 ― ― 62,539 29,820 92,360 26 16

兵庫県 ― ― 51,004 24,242 75,246 18 8

奈良県 ― ― 3,839 1,538 5,378 2 2

和歌山県 ― ― 3,903 265 4,168 4 1

近畿地区計 136,024 57,394 193,419 58 30



 
(注) １ 当社の事業所は小規模であるため、県別に一括して表示しております。また、店舗における主な設備の内容

は、店舗内設備及びパソコン、レジスター等の器具備品であります。 

２ 面積欄〔  〕は、内書きで賃貸面積を示しております。 

３ その他の有形固定資産の内訳は、車両運搬具1,587千円、器具備品433,832千円であります。 

４ 本社社屋の一部を賃貸しております。 

５ 各資産の価額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

６ 従業員数は就業人員数であります。 

７ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。 

県別
土地 建物及び構築

物(千円)

その他の有
形固定資産 
(千円)

投下資本
合計 
(千円)

事業所数
従業員数
(名)面積(㎡) 金額(千円)

中国・四国地区

鳥取県 ― ― 1,396 25 1,422 3 2

島根県 ― ― 2,851 98 2,949 4 ―

岡山県 ― ― 8,927 10,323 19,251 5 4

広島県 ― ― 23,358 18,293 41,651 19 12

山口県 ― ― 5,206 15,556 20,763 9 5

徳島県 ― ― 2,344 468 2,812 3 3

香川県 ― ― 2,202 ― 2,202 1 1

愛媛県 ― ― 1,163 443 1,606 4 2

中国・四国地区計 ― ― 47,451 45,209 92,660 48 29

九州地区

福岡県 ― ― 50,802 42,114 92,917 38 12

佐賀県 ― ― 14,230 26,881 41,112 6 3

長崎県 ― ― 6,998 20,929 27,928 7 2

熊本県 ― ― 37,125 33,109 70,234 17 5

大分県 ― ― 10,415 5,829 16,245 8 4

宮崎県 ― ― 11,287 3,354 14,641 5 3

鹿児島県 ― ― 14,191 10,797 24,988 9 4

沖縄県 ― ― 8,143 7,617 15,761 9 4

九州地区計 ― ― 153,194 150,634 303,828 99 37

店舗合計 ― ― 709,607 411,868 1,121,476 440 243

その他

本社 
(東京都葛飾区)

616 541,687 249,335 18,566 809,590 1 20

商品部 
(東京都台東区)

― ― 4,143 4,882 9,026 1 6

九州事務所 
(福岡市中央区)

158.3 
〔21.6〕

134,082 16,161 68 150,313 1 ―

厚生施設 1,629.8 129,628 30,087 33 159,749 3 ―

その他
22.9 

〔22.9〕
7,000 6,918 ― 13,918 1 ―

その他計
2,427.0 
〔44.5〕

812,398 306,647 23,551 1,142,597 7 26

合計
2,427.0 
〔44.5〕

812,398 1,016,255 435,419 2,264,074 447
269

(1,333)



８ 厚生施設及びその他の内訳は、以下のとおりであります。 

  

 
     (注) 面積欄〔 〕は内書きで賃貸面積を示しております。 

  

９ リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

  

 
  

(2)国内子会社 

 
(注) １ 国内子会社の事業所は小規模であるため、県別に一括して表示しております。また、店舗における主な設備

の内容は、店舗内設備及びパソコン、レジスター等の器具備品であります。 

２ その他の有形固定資産は、器具備品であります。 

３ 各資産の価額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

４ 従業員数は就業人員数であります。 

５ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。 

  

名称

土地 建物及び構築物

面積(㎡) 金額(千円) 金額(千円)

市川寮 
(千葉県市川市)

620.0 117,793 15,038

石打保養所 
(新潟県南魚沼市 
石打)

18.8 3,000 15,049

湯布院土地 
(大分県大分郡 
湯布院町)

991.0 8,834 ―

札幌住宅 
(札幌市中央区)

22.9
〔22.9〕

7,000 6,918

設備の内容
数量 
(店舗)

リース期間
(年)

月額リース料
(千円)

リース契約残高
(千円)

店内陳列器具 198 5 22,598 751,757

会社名 県別
土地

建物及び構築
物(千円)

その他の有
形固定資産 
(千円)

投下資本
合計 
(千円)

事業所数
従業員数
(名)面積(㎡)

金額 
(千円)

ディレクタ
ーズ㈱

関東地区

東京都 ― ― 9,383 8,294 17,677 3
3

(10)

合計 ― ― 9,383 8,294 17,677 3
3

(10)



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

平成19年３月31日現在、実施中又は計画中の設備の新設等の内、主なものは次のとおりであります。

会社名 事業所名

設備の内容

必要性
予算金額 

(千円)

既支払額 

(千円)

今後の 

所要資金 

(千円)

着工 

(予定) 

年月

完成 

(予定) 

年月区分 住所
売場面積 

(㎡)

 

 

㈱東京デリカ 豊橋バロー店
店舗新設 

(賃借店)

愛知県 

豊橋市
132.0

販売力 

の強化
7,200 1,000 6,200 19 4 19 4

〃 新丸ビル店 〃
東京都 

千代田区
104.7 〃 36,993 30,655 6,338 19 4 19 4

〃
梅田 

ヨドバシ店
〃

大阪市 

北区
75.8 〃 22,700 ― 22,700 19 4 19 4

〃
グランサックス 

長岡店
〃

新潟県 

長岡市
157.6 〃 18,660 14,310 4,350 19 4 19 4

〃
港北 

ノースポート店
〃

横浜市 

都筑区
85.6 〃 6,239 1,086 5,152 19 4 19 4

〃

サックスバー 

アナザーラウンジ 

高松イオン店

〃
香川県 

高松市
83.5 〃 13,648 ― 13,648 19 4 19 4

〃
コラージュ 

高松イオン店
〃

香川県 

高松市
85.5 〃 9,470 ― 9,470 19 4 19 4

〃 高の原イオン店 〃

京都府 相

楽 

郡木津町

183.3 〃 22,038 ― 22,038 19 4 19 4

〃
小山ハーヴェストウォー

ク店
〃

栃木県 

小山市
132.3 〃 9,664 3,132 6,532 19 4 19 4

〃 青森駅店 〃
青森県 

青森市
59.8 〃 10,865 ― 10,865 19 7 19 7

〃
グランサックス 

ちはら台店
〃

千葉県 

市原市
113.9 〃 5,022 ― 5,022 19 9 19 9

〃
ラパックスワールド 

ちはら台店
〃

千葉県 

市原市
188.1 〃 6,445 ― 6,445 19 9 19 9

〃
福岡 

マリノアシティ店
〃

福岡市 

西区
157.0 〃 13,096 ― 13,096 19 9 19 9

〃 本庄ヤオコー店 〃

埼玉 県児

玉 

郡上里町

162.9 〃 8,300 ― 8,300 19 9 19 9

〃
アーマ 

新潟南イオン店
〃

新潟県 

新潟市
119.2 〃 14,415 ― 14,415 19 11 19 11

〃

サックスバー 

アナザーラウンジ 

新潟南イオン店

〃
新潟県 

新潟市
125.7 〃 15,306 ― 15,306 19 11 19 11

〃 西新井アリオ店 〃
東京都 

足立区
140.8 〃 18,900 ― 18,900 19 11 19 11

〃 鴻巣店 〃
埼玉県 

鴻巣市
105.0 〃 17,200 ― 17,200 19 11 19 11

〃 浦和パルコ店 〃

さいた ま

市 

浦和区

76.7 〃 25,940 ― 25,940 19 11 19 11

〃

サックスバー 

アナザーラウンジ 

別府ゆめタウン店

〃
大分県 

別府市
140.0 〃 11,300 ― 11,300 19 11 19 11

〃
アーマ 

日の出イオンモール店
〃

東京都 

西多摩郡 

日の出町

115.9 〃 17,900 ― 17,900 19 11 19 11

〃

サックスバー 

アナザーラウンジ 

日の出イオンモール店

〃

東京都 

西多摩郡 

日の出町

115.7 〃 18,200 ― 18,200 19 11 19 11

〃 鹿児島イオン店 〃
鹿児島県 

鹿児島市
141.0 〃 17,200 ― 17,200 19 11 19 11

〃 菖蒲モラージュ店 〃

埼玉県 

南埼玉郡 

菖蒲町

150.0 〃 13,600 ― 13,600 19 11 19 11



 
(注)1 予算金額には、敷金及び保証金468,425千円を含めております。 

  2 今後の所要資金692,093千円については、自己資金により賄う予定であります。 

  3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

会社名 事業所名

設備の内容

必要性
予算金額 

(千円)

既支払額 

(千円)

今後の 

所要資金 

(千円)

着工 

(予定) 

年月

完成 

(予定) 

年月区分 住所
売場面積 

(㎡)

 

 

㈱東京デリカ 広島ゆめタウン店
店舗新設 

(賃借店)

広島県 

広島市
135.0

販売力 

の強化
18,900 ― 18,900 19 11 19 11

〃
第35期新店予定の 

その他の新店(8店舗)
〃 ― ― 〃 271,112 ― 271,112 ― ―

〃 既存店中23店舗 店舗改装 ― ― 〃 76,000 ― 76,000 ― ―

小計 ― ― 726,316 50,184 676,131 ― ―

ディレクターズ㈱ エフィー新丸ビル店
店舗新設 

(賃借店)

東京都 

千代田区
77.0

販売力 

の強化
32,356 15,093 17,262 19 4 19 4

〃 エフィー千歳店 〃
北海道 

千歳市
79.6 〃 8,493 5,293 3,199 19 4 19 4

小計 ― ― 40,849 20,386 20,462 ― ―

合計 ― ― 767,165 70,571 696,593 ― ―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権は 
  次のとおりであります。 

（平成16年6月29日定時株主総会決議） 

 
(注) １ 当社が、株式分割又は株式併合を行なう場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式の数は、次の計算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は、切り捨てる。 

    調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 31,200,000

計 31,200,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 19,906,600 19,906,600
東京証券取引所
（市場第二部）

―

計 19,906,600 19,906,600 ― ―

株主総会の特別決議日（平成16年6月29日）

事業年度末現在
（平成19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 74 74

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 148,000（注１） 148,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 399（注２） 同左

新株予約権の行使期間
平成18年7月 1日から
平成21年6月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 399
資本組入額 200

同左

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―



   また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行なう場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場

合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は合理的な範囲で、新株予約権の目的たる株式数について、

必要と認める株式の数を調整するものとする。 

２ 新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により払込価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

   調整後払込価額＝調整前払込価額×１／分割比率（又は併合比率） 

  また、時価を下回る価額で新株の発行（又は自己株式を処分）を行なう場合、次の算式により払込価額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の

前において当社が保有する自己株式は含まない。 

 
３ ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、従業員及び

当社監査役の地位にあることを要する。 

ただし、発行日以後、任期満了による退任又は退職、社命による他社への転籍等、当社が認める正当な

理由がある場合には、以下の期間については新株予約権を行使することが出来る。 

  (a) 当該日が権利行使期間開始日以前の場合は、権利行使開始日以後の１年間。 

  (b) 当該日が権利行使開始日以後の場合は、当該日以後の１年間。 

② 新株予約権の質入その他一切の処分、並びに相続は認められないものとする。 

③ その他権利行使の条件は当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとす

る。 

４ 平成18年4月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年7月1日付をもって普通株式１株を２株に分

割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  
    平成18年11月20日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株であります。 

ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式合併を行なう場合は、次の算式により付与株式数を

調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

既発行 
株式数

＋
新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

調整後 
払込価額

＝
調整前 
払込価額

×
新規発行（処分）前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行（処分）による増加（処分）株式数

事業年度末現在
（平成19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 488 488

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 488,000（注１） 488,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 725（注２） 同左

新株予約権の行使期間
平成20年7月 1日から
平成23年6月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 725
資本組入額 363

同左

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―



２ 新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個

当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げ

る。 

 ① 当社が株式分割または株式併合を行なう場合 

 
 ② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する

 場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合および当社の普通株式に転換でき

 る証券の転換による場合を除く）する場合 

 
   ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式数 

 から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とする。 

３ 新株予約権行使の条件 

 ① 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社また

 は当社子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。 

 ただし、定年退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の

 存する場合は権利行使をなしうるものとする。 

 ② 新株予約者が死亡した場合、新株予約権の相続は認めないものとする。 

 ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

 権割当契約」に定めるところによる。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・合併の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数



(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 有償一般募集 

  発行価格       817円 

   発行価額      761.10円 

   資本組入額      381円 

２ 株式分割（１：２）による増加であります。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式170,256株は、「個人その他」に1,702単元及び「単元未満株式の状況」に56株含まれております。

２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が80単元含まれております。 

３ 平成18年11月20日開催の取締役会の決議により、平成19年2月1日付で１単元の株式数は1,000株から100株と

なっております。 

  

(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
（注)１ 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱が保有する当社株式1,409,000株及び日本マスタートラスト信託銀行

㈱が保有する当社株式779,000株は信託業務に係る株式であります。 

２ 上記のほか、自己株式が170,256株（出資比率0.85％）あります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金 
増減額 
（千円）

資本準備金
残高 

（千円）

平成16年８月４日 400(注1) 9,953 152,400 2,986,400 152,400 4,176,790

平成18年７月１日 9,953(注2) 19,906 ― 2,986,400 ― 4,176,790

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 17 5 70 14 1 3,006 3,113 ―

所有株式数 
(単元)

― 39,562 156 60,647 10,197 5 88,497 199,064 200

所有株式数 
の割合(％)

― 19.87 0.08 30.47 5.12 0.00 44.46 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

㈱エムケー興産 東京都中央区佃1-11-7 5,549 27.87

木山 茂年 東京都千代田区三番町 1,430 7.18

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱

東京都中央区晴海1-8-11 1,409 7.08

木山 昭栄 東京都千代田区三番町 1,303 6.54

日本マスタートラスト信託銀行
㈱

東京都港区浜松町2-11-3 779 3.91

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 698 3.50

東京デリカ取引先持株会 東京都葛飾区新小岩1-48-14 587 2.94

東京デリカ従業員持株会 東京都葛飾区新小岩1-48-1 541 2.72

住友生命保険相互会社 
(常任代理人 日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社）

東京都中央区晴海1-8-11 430 2.16

木山 剛史 東京都中央区三番町 367 1.84

計 ― 13,096 65.79



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株（議決権80個）含まれ

ております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式  170,200
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式19,736,200 197,362 ―

単元未満株式 普通株式      200 ― ―

発行済株式総数     19,906,600 ― ―

総株主の議決権 ― 197,362 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
㈱東京デリカ

東京都葛飾区新小岩 
１―48―１

170,200 ― 170,200 0.85

計 ― 170,200 ― 170,200 0.85



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、当社並びに当社子会社の取締役、従業員、及び当社監査役の業績向上に対する貢献意欲や士

気を一層高めることを目的として、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりま

す。 

当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査

役、及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成16年6月29

日の定時株主総会で特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対

しストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを平成18年6月28日の定時株主総会で決

議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
  

決議年月日 平成16年6月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役6名、当社監査役3名、当社従業員148名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上     

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項

―

決議年月日 平成18年6月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社及び当社子会社の従業員263名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項

―



２ 【自己株式の取得等の状況】 

 
  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) １ 当事業年度は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。なお、当期間には平成19年６月１

日から有価証券報告書提出日までの処理は含まれておりません。 

２ 当期間の保有株式数には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、スト

ック・オプションの権利行使による株式の増減は含まれておりません。 

３ 平成18年７月１日をもって株式分割（１：２）を実施しております。 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 800 1,200

当期間における取得自己株式 ― ―

当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額(千円) 株式数(株) 処分価額の総額(千円)

引き受ける者の募集を行
なった取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行なった取
得自己株式

― ― ― ―

合併、株式交換、会社分
割に係る移転を行なった
取得自己株式

― ― ― ―

その他(注1) 154,000 52,514 ― ―

保有自己株式数(注2) 170,256 ― 170,256 ―



３ 【配当政策】 

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題のひとつと考えております。また、変化の激しい流

通業界において、企業経営基盤を強化し、新たな事業展開に必要な資金の内部留保に努めつつ、安

定的・漸増的な配当を継続することを基本方針としております。 

 当社の剰余金の配当は期末配当１回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会

であります。当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績を反映して、１株当たり10円として

おります。前事業年度は１株当たり18円の配当を実施しておりますが、当社は、平成18年７月１日

付で株式分割（１：２）を実施しておりますので、実質的に１株当たり１円の増配となります。 

 内部留保金の使途につきましては、今後の新規出店及び既存店舗の改装等、有効投資活用を図る

こととしています。 

 なお、当社は中間配当を行なうことができる旨を定めており、その決定機関は取締役会でありま

す。 

 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) １ 平成16年12月12日以前は日本証券業協会におけるもので第32期は（ ）表示をしており、平成16年12月13日

から平成18年４月14日まではジャスダック証券取引所におけるもので第34期は（ ）表示をしております。

２ 平成18年４月18日以降は東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。 

  

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成19年６月28日 
定時株主総会決議

197 10

回次 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) 450 651 (901)  801 1,730 (1,640) 1,600

低(円) 351 372 (600)  666 690 (1,436)  670

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

高(円) 745 725 724 719 790 779

低(円) 700 700 701 700 705 700



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役 

社長
― 木 山 茂 年 昭和17年３月５日生

昭和39年４月 三井造船㈱入社

(注3) 1,430

昭和44年３月 (資)丸二商会(当社の前身)入社

昭和49年８月 当社設立 代表取締役就任 

(現任)

昭和55年４月 ㈱デリカ総業(現ディーアンドケ

ー㈱)設立

代表取締役就任

平成４年10月 ㈱デリカ総業(現ディーアンドケ

ー㈱)取締役就任(現任)

平成11年９月 ㈱エムケー興産設立

取締役就任(現任)

専務取締役 第２販売部長 坂 田   寛 昭和19年４月30日生

昭和44年11月 (資)丸二商会(当社の前身)入社

(注3) 89

昭和49年８月 当社設立 取締役就任

昭和50年２月 同第２ブロック統括部長

昭和61年２月 同第２販売部長(現任)

平成６年９月 同常務取締役就任

平成18年６月 同専務取締役就任(現任)

専務取締役 第５販売部長 池 田 一 昭 昭和21年10月３日生

昭和40年４月 ㈱雪印乳業入社

(注3) 20

昭和45年４月 ㈱吉永プリンス入社

昭和54年３月 当社入社

昭和62年４月 同第５販売部長(現任)

平成４年３月 同取締役就任

平成14年６月 同常務取締役就任

平成19年６月 同専務取締役就任（現任）

常務取締役 管理部長 山 田   陽 昭和35年５月１日生

昭和58年３月 当社入社

(注3) 48

昭和63年12月 同社長室長

平成４年４月 同管理部長(現任)

平成４年６月 同取締役就任

平成16年６月 同常務取締役就任(現任)

常務取締役 第３販売部長 木 山 剛 史 昭和41年７月30日生

平成２年４月 当社入社

(注3) 367

平成４年４月 同総務部課長代理

平成５年９月
㈱デリカ総業(現ディーアンドケ

ー㈱)代表取締役就任(現任)

平成10年４月 当社第３販売部長(現任)

平成11年６月 同取締役就任

平成11年９月 ㈱エムケー興産設立

代表取締役就任(現任)

平成13年10月 ディレクターズ㈱設立 

代表取締役就任（現任）

平成19年６月 当社常務取締役就任(現任)

取締役 経理部長 鵜 飼   茂 昭和18年１月19日生

昭和36年３月 川崎製鐵㈱入社

(注3) 7
平成16年２月 当社入社財務課長

平成16年６月 同経理部長就任(現任)

平成16年６月 同取締役就任(現任)

取締役 商品部長 鳥 谷 寿 秀 昭和20年９月17日生

昭和50年９月 当社入社

(注3) 6

昭和51年９月 九州地区担当

昭和59年４月 商品部長兼第１販売部長

平成６年４月 第１販売部長

平成９年８月 第６販売部長

平成12年４月 商品部長(現任)

平成16年６月 同取締役就任（現任）



   
(注) １ 監査役(常勤)石田正次及び監査役若山正彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 

２ 取締役木山剛史は、代表取締役社長木山茂年の長男であります。 

３ 平成19年６月28日開催の定時株主総会から１年間であります。 

４ 平成19年６月28日開催の定時株主総会から４年間であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役 第２商品部長 伊 藤 豊 昭和22年２月18日生

昭和45年10月 ㈾丸二商会（当社の前身）入社

(注3) 100

昭和50年２月 同第3ブロック統括部長

昭和51年５月 同取締役

昭和61年２月 同第6販売部長兼商品部長

平成４年４月 同商品部長

平成12年４月 同第2商品部長（現任）

平成18年６月 同取締役就任(現任)

取締役 第７販売部長 高 野 正 昭和25年１月14日生

昭和43年３月 洋服のトミン入社

(注3) 8
昭和53年２月 当社入社

平成４年６月 同第７販売部長（現任）

平成18年６月 同取締役就任(現任)

監査役 

(常勤)
― 石 田 正 次 昭和10年９月５日生

昭和34年４月 三菱レイヨン㈱入社

(注4) 7

昭和49年４月 中小企業診断士登録

平成２年６月 ダイヤプレミックス㈱代表取締役

社長

平成６年２月 菱光電子工業㈱代表取締役社長

平成８年６月 同社顧問

平成９年６月 当社常勤監査役就任(現任)

監査役 

(常勤)
― 宮 崎 健一郎 昭和17年８月26日生

昭和46年３月 ㈱イノウエ入社

(注4) 32

昭和56年１月 当社入社第１ブロック長

昭和56年９月 同総務部長

平成４年４月 同業務部長

平成６年４月 同総務部長

平成８年６年 同取締役就任

平成16年６年 同常勤監査役就任(現任)

監査役 ― 若 山 正 彦 昭和20年１月22日生

昭和43年４月 安田海上火災保険㈱入社

(注4) 0

昭和44年８月 同退社

昭和49年４月 弁護士登録

昭和63年４月 ㈱銀座山形屋監査役就任（現任）

平成16年６月 当社監査役就任（現任）

計 2,118



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、株主、顧客、従業員、取引先などに対して企業の社会的責任を果たすために、継続的

な企業の成長を堅持し、利益の拡大を図っていくとともに、経営の健全性・透明性・迅速性を確

保し、コンプライアンスの徹底、企業倫理の確立を図るための組織体制や内部統制の仕組みを整

備していくことが非常に重要であると考えております。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガ 

   バナンス体制 

①経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の状況 

当社の取締役会は取締役９名で構成されており、社外取締役はおりません（平成19年３月31日

現在）。当社は、取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。取締役会は経営の基本方

針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を

監督する機関と位置付け、原則月１回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開

催し、迅速な経営意思決定に努めております。さらに、社長、各部長、本部スタッフ及び常勤監

査役が出席する経営会議を原則として月１回開催しており、当社決裁権限規程に基づいて、重要

な執行方針や経営施策等を審議、決定するとともに、各部署からの状況報告とそれに対する意見

交換等を行ない、社内の 新情報や問題意識の共有化を図っております。 

なお、当社は監査役制度を採用しております。 

  

②内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」、「稟議決裁権限規程」などの諸規程類により業務

分掌、職務権限、決裁権限等を定めており、内部統制や責任体制を明確化しております。また、

諸規程類については、必要に応じて改訂を行なっております。 

リスク管理については、取締役会、監査役会、経営会議の連携の下にリスク情報の共有化を図

り、必要な措置を講じる体制をとっております。また、弁護士と顧問契約を締結し、法律上の問

題については適宜相談の上、助言提言を得ることとなっております。 

なお、当社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況の概要図は、「(3) 内部管理

体制の整備・運用状況」を参照してください。 

  

③内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

内部監査につきましては、社長直属の「内部監査室（１名）」の管轄で行なっております。店

舗業務監査は、内部監査室長及び本部スタッフにより行なわれるものと、販売部の管理職者に店

舗業務監査を委託し、所属販売部以外の店舗を監査する販売部スタッフ店舗業務監査を併せて行

なっております。これにより、原則として各店舗に対して２年に１度は業務監査が行なわれる体

制となっております。また、管理部門につきましては、内部監査室長による業務監査を行なって

おります。 

  



監査の結果は社長に報告され、指摘された問題点については改善指示書が該当部署に送付さ

れ、該当部署からは改善の結果が改善報告書として提出されております。 

監査役会は３名（内、社外監査役２名）で構成されており、常勤監査役２名、非常勤の社外監

査役１名であります。社外監査役は弁護士と中小企業診断士であります。常勤監査役２名は経営

会議の常任メンバーとして出席し、また、取締役会には監査役全員が出席して重要な執行方針や

経営施策の審議決定に関して適宜助言提言を行なうとともに、取締役の職務執行を十分に監視で

きる体制になっております。さらに、監査機能の充実を図るため、原則として月１回監査役会を

開催しており、監査計画の作成、監査活動の報告、情報交換等を行なっております。 

当社は、会計監査人としてあずさ監査法人と監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計

に関する監査を受けております。 

（業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名） 

 
※継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士２名、会計士補等４名です。 

 内部監査室、監査役会及び会計監査人は、連携を密にし、必要の都度意見交換を行なうととも 

に、監査計画、監査結果等の情報を共有化し、監査の効率性、有効性を高めております。 

  

業務を執行した公認会計士の氏名 所属監査法人

杉山 昌明
あずさ監査法人

堀切  進



④役員報酬及び監査報酬の内容 

 

 
  

ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の 

   利害関係の概要 

当社の社外監査役は弁護士と中小企業診断士各１名であり、当社と当該社外監査役２名との間

には人的関係及び営業上の取引関係はありません。 

なお、当期末現在、社外監査役石田正次が当社株式7,000株を、社外監査役若山正彦が当社株式

700株をそれぞれ所有しております。 

  

ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

当期は、定例の取締役会を12回、臨時取締役会を7回開催しており、経営会議を11回開催してお

ります。 

 また、平成18年５月、代表取締役を 高責任者とし、（管理部長、経理部長、内部監査室長、

企画室長、営業担当常務、開発部長、商品部長、総務部長、監査役）及び子会社社長で構成され

る「情報管理委員会」を設置いたしました。委員会は原則月２回開催し、当社及び関係子会社に

おける情報の管理、会社の危険に関する情報の共有化を図っております。 

  

役員報酬 取締役に対する報酬 74百万円

監査役に対する報酬 13百万円

       合計 87百万円

監査報酬 公認会計士法第２条第１項に規定する業

務に基づく報酬

17百万円



(3) 内部管理体制の整備・運用状況 

ａ．内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他 

  内部管理体制の整備の状況 

当社は、コーポレート・ガバナンスの整備を図っております。その内容は、「(1) コーポレー

ト・ガバナンスに関する基本的考え方」及び「(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施

状況」に記載のとおりであります。 

また、企画室において予実管理、差異分析を行ない異常値のチェックを行なっております。 

  

ｂ．内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

当期は、内部監査室の管轄下で６部門、170店舗、子会社１社を対象に内部監査を実施しまし

た。その他の取組みについては、「(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況ｃ．

会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況」に記載

のとおりであります。 

また、管理部門の配置状況及び業務部門への牽制機能の整備状況は以下のとおりであります

（平成19年3月31日現在）。 

  

 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月

31日まで)及び前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年

４月１日から平成19年３月31日まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,310,959 1,311,975

 ２ 受取手形及び売掛金 2,242,677 2,648,212

 ３ たな卸資産 6,908,175 7,153,331

 ４ 繰延税金資産 200,938 203,020

 ５ その他 105,012 43,204

   貸倒引当金 △ 3,851 △4,736

   流動資産合計 11,763,912 57.3 11,355,007 55.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※2 2,111,755 2,222,773

    減価償却累計額 1,093,811 1,017,944 1,197,135 1,025,638

  (2) 土地 812,398 812,398

  (3) その他 410,818 772,305

    減価償却累計額 184,834 225,983 285,576 486,728

   有形固定資産合計 2,056,326 10.0 2,324,766 11.3

 ２ 無形固定資産 54,101 0.3 47,067 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 87,827 75,291

  (2) 長期貸付金 8,659 8,075

  (3) 繰延税金資産 233,211 260,240

  (4) 敷金及び保証金 6,214,747 6,362,766

  (5) その他 124,234 167,213

    貸倒引当金 △ 7,888 △12,419

   投資その他の資産合計 6,660,791 32.4 6,861,168 33.3

   固定資産合計 8,771,218 42.7 9,233,003 44.8

   資産合計 20,535,131 100.0 20,588,010 100.0



  

 
  

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 3,491,255 3,932,006

 ２ 短期借入金 ※3 1,170,000 ―

 ３ 一年内償還予定社債 ― 30,000

 ４ 未払法人税等 722,348 478,553

 ５ 賞与引当金 220,670 256,681

 ６ 役員賞与引当金 ― 20,000

 ７ その他 1,065,552 1,238,792

   流動負債合計 6,669,826 32.5 5,956,033 28.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,500,000 1,555,000

 ２ 退職給付引当金 333,648 335,665

 ３ 役員退職慰労引当金 99,300 107,326

 ４ その他 313,768 261,123

   固定負債合計 2,246,717 10.9 2,259,116 11.0

   負債合計 8,916,544 43.4 8,215,149 39.9

（少数株主持分）

  少数株主持分 ― ― ― ―

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※1 2,986,400 14.6 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 4,176,790 20.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 4,526,453 22.0 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 38,362 0.2 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※1 △ 109,418 △0.5 ― ―

   資本合計 11,618,586 56.6 ― ―

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

20,535,131 100.0 ― ―



  

 
  

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,986,400

 ２ 資本剰余金 4,185,722

 ３ 利益剰余金 5,216,348

 ４ 自己株式 △58,105

   株主資本合計 12,330,365 59.9

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 
   差額金

30,913

   評価・換算差額等合計 30,913 0.1

Ⅲ 新株予約権 11,582 0.1

   純資産合計 12,372,860 60.1

   負債純資産合計 20,588,010 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 32,445,054 100.0 34,221,363 100.0

Ⅱ 売上原価 18,721,467 57.7 19,586,864 57.2

   売上総利益 13,723,587 42.3 14,634,499 42.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 11,918,655 36.7 12,703,204 37.2

   営業利益 1,804,932 5.6 1,931,295 5.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 265 1,251

 ２ 受取配当金 2,337 1,786

 ３ 賃貸料収入 6,981 6,732

 ４ 保険金収入 11,892 2,022

 ５ 受取返還保証金 ― 3,941

 ６ その他 10,696 32,172 0.1 5,857 21,592 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 23,716 19,730

 ２ 社債発行費 ― 1,409

 ３ 上場関係費用 16,940 15,436

 ４ 社債保証料 5,249 5,325

 ５ その他 3,915 49,822 0.2 3,055 44,956 0.1

   経常利益 1,787,282 5.5 1,907,931 5.6

Ⅵ 特別利益

   受取補償金 ※2 17,552 17,552 0.1 4,131 4,131 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※3 47,734 19,196

 ２ 退店処理損 ※4 40,962 29,182

 ３ 減損損失 ※5 68,665 81,167

 ４ 貸倒引当金繰入額 ― 157,362 0.5 4,531 134,076 0.4

   税金等調整前当期純利益 1,647,472 5.1 1,777,985 5.2

   法人税、住民税及び事業税 991,375 919,859

   法人税等調整額 △86,763 904,611 2.8 △24,023 895,835 2.6

   当期純利益 742,861 2.3 882,150 2.6



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 4,176,790

Ⅱ 資本剰余金期末残高 4,176,790

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,943,495

Ⅱ 利益剰余金増加高

   当期純利益 742,861 742,861

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 146,903

 ２ 役員賞与 13,000 159,903

Ⅳ 利益剰余金期末残高 4,526,453



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本
評価・換算 

差額等
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計

その他有価証

券評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) 2,986,400 4,176,790 4,526,453 △109,418 11,580,224 38,362 ― 11,618,586

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △176,255 △176,255 △176,255

 役員賞与(注) △16,000 △16,000 △16,000

 当期純利益 882,150 882,150 882,150

 自己株式の処分 8,932 52,514 61,446 61,446

 自己株式の取得 △1,200 △1,200 △1,200

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△7,448 11,582 4,133

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

― 8,932 689,895 51,313 750,140 △7,448 11,582 754,274

平成19年３月31日残高(千円) 2,986,400 4,185,722 5,216,348 △58,105 12,330,365 30,913 11,582 12,372,860



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前当期純利益 1,647,472 1,777,985

 ２ 減価償却費 277,880 321,053

 ３ 減損損失 68,665 81,167

 ４ 賞与引当金の増減額 42,190 36,011

 ５ 役員賞与引当金の増減額 ― 20,000

 ６ 退職給付引当金の増減額 6,662 2,016

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額 6,700 8,026

 ８ 貸倒引当金の増減額 △ 1,602 5,416

 ９ 受取利息及び受取配当金 △ 2,602 △3,037

 10 支払利息 23,716 19,730

 11 社債発行費 ― 1,409

 12 固定資産除却損 47,734 19,196

 13 売上債権の増減額 △ 126,829 △405,534

 14 たな卸資産の増減額 402,261 △245,155

 15 仕入債務の増減額 200,276 440,751

 16 未払消費税等の増減額 43,450 △56,460

 17 役員賞与の支払額 △ 13,000 △16,000

 18 その他 220,575 99,131

    小計 2,843,552 2,105,708

 19 利息及び配当金の受取額 2,602 3,021

 20 利息の支払額 △ 23,241 △18,860

 21 法人税等の支払額 △ 628,855 △1,162,848

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,194,057 927,021

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形・無形固定資産の取得による支出 △ 440,215 △665,260

 ２ 貸付金の回収による収入 899 1,044

 ３ その他 15 ―

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 439,300 △664,216

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 △ 381,620 △1,170,000

 ２ 割賦未払金の増加額 164,207 56,659

 ３ 割賦未払金の減少額 △ 114,423 △116,322

 ４ 社債の発行による収入 ― 98,590

 ５ 社債の償還による支出 ― △15,000

 ６ 自己株式の処分による収入 ― 61,446

 ７ 自己株式の取得による支出 △ 2,440 △1,200

 ８ 配当金の支払額 △ 146,735 △175,960

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 481,011 △1,261,788

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,273,744 △998,983

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,009,514 2,283,259

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,283,259 1,284,275



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

子会社は全て連結しております。

 連結子会社の数    １社

 連結子会社の名称

  ディレクターズ㈱

１ 連結の範囲に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

   非連結子会社及び関連会社はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結会計年度末日の市場価格等に基づく

時価法

    （評価差額は、全部資本直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算

定。）

② たな卸資産

 ａ 商品   売価還元法による原価法

 ｂ 材料   移動平均法による原価法

 ｃ 貯蔵品  最終仕入原価法

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、不動産賃貸事業用の建物（一部本社

使用）については定額法を採用しておりま

す。

  なお、耐用年数及び残存価額については法人

税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

② 無形固定資産

  ソフトウェア（自社利用分）については、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

③ 長期前払費用

  均等償却によっております。

  なお、償却期間については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

(３) 重要な繰延資産の処理方法

     ―――――――

 

４ 会計処理基準に関する事項

 (１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結会計年度末日の市場価格等に基づく

時価法

    （評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移動平均法により

算定。）

② たな卸資産

同左

 

 (２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

同左

  

 

  

  

  

 

② 無形固定資産

同左

③ 長期前払費用

同左

 (３) 重要な繰延資産の処理方法

  社債発行費

  支出時に全額費用処理しております。



前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(４) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収

不能見込額を計上しております。

 ａ 一般債権

   貸倒実績率法によっております。

 ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権

   財務内容評価法によっております。

(４) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

 

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

③     ―――――――

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会計年度に見

合う分を計上しております。 

 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４号）を適用してお

ります。 

 この結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、20,000千円減少しております。

④ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上しており

ます。

  数理計算上の差異については、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(８年)による按分額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理し

ております。

⑤ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 退職給付引当金

同左

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

(５) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(５) 重要なリース取引の処理方法

同左



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(６) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

(６) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定は計上しておりません。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

   のれん及び負ののれんは計上しておりません。

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処理

に基づいております。

７               ―――――――

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動については僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資からなっておりま

す。

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左



会計方針の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）
 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

12,361,278千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）
 当連結会計年度から「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ11,582千円減少しております。

前連結会計年度
（自 平成17年4月 1日 

    至 平成18年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年4月 1日 

    至 平成19年3月31日）

（連結損益計算書） ――――――

  社債保証料は営業外費用総額の100分の10を超えた 

 ため、当連結会計年度より区分掲記することとしま 

 した。 

  なお、前連結会計年度においては、営業外費用の 

 「その他」に3,664千円含まれております。

 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)

 

※１ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数

普通株式 161,328株

   なお、当社の発行済株式総数は普通株式

   9,953,300株であります。

※１       ――――――

※２ 有形固定資産の取得価額から直接控除した保険金

等差益の圧縮記帳額は、建物及び構築物10,257千

円であります。

※２         同左

※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、

取引銀行７行と当座借越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座借越極度額 5,000,000千円

借入実行残高 1,170,000千円

差引額 3,830,000千円

※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、

取引銀行７行と当座借越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座借越極度額 5,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 5,000,000千円



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 4,031,933千円

賞与引当金繰入額 220,670千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,700千円

退職給付費用 54,710千円

賃借料 4,149,977千円

減価償却費 265,908千円

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 4,276,858千円

賞与引当金繰入額 256,681千円

役員賞与引当金繰入額 20,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,026千円

退職給付費用 53,748千円

貸倒引当金繰入額 885千円

賃借料 4,362,495千円

減価償却費 312,076千円

※２ 退店による補償金であります。 ※２ 店舗の移転による補償金であります。

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 40,182千円

有形固定資産「その他」 7,552千円

     計 47,734千円

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 18,487千円

有形固定資産「その他」 708千円

    計 19,196千円

 

 

※４ 退店処理損の内訳

リース解約損失 6,263千円

賃貸借契約解約損失 34,699千円

   計 40,962千円

※５ 減損損失

   当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。

種類 用途 場所

建物、 
器具備品等

店舗 37店舗

    当社グループは、資産を賃貸資産、店舗、共用

資産及び遊休資産にグループ化し、減損損失の認

識を行なっております。その結果、店舗について

売上の不振により、減損損失68,665千円を特別損

失に計上しております。その内訳は、建物43,257

千円、器具備品2,562千円、リース資産22,846千

円であります。

    なお、回収可能価額は使用価値（割引率6％）

により算出された金額を使用しております。

 

 

※４ 退店処理損の内訳

賃貸借契約解約損失 29,182千円

※５ 減損損失

   当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。

種類 用途 場所

建物、
器具備品等

店舗 22店舗

    当社グループは、資産を賃貸資産、店舗、共用

資産及び遊休資産にグループ化し、減損損失の認

識を行なっております。その結果、店舗について

売上の不振により、減損損失81,167千円を特別損

失に計上しております。その内訳は、建物34,357

千円、器具備品7,164千円、リース資産39,645千

円であります。

    なお、回収可能価額は使用価値（割引率6％）

により算出された金額を使用しております。



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

      株式分割による増加   9,953,300株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 株式分割による増加            162,128株 

 単元未満株式の買取りによる増加        800株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの権利行使による減少 154,000株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 上記新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,953,300 9,953,300 ― 19,906,600

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 161,328 162,928 154,000 170,256

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
平成18年度ストッ
ク・オプションとし
ての新株予約権

― ― ― ― ― 11,582

合計 ― ― ― ― 11,582

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年6月28日 
定時株主総会

普通株式 176,255 18 平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年6月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 197,363 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,310,959千円

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金

△27,700千円

現金及び現金同等物 2,283,259千円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,311,975千円

預入期間が3ヶ月を超える
定期預金

△27,700千円

現金及び現金同等物 1,284,275千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 

 当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 

 当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

有形固定資産 
「その他」

取得価額相当額 1,119,076千円

減価償却累計額相当額 446,042千円

減損損失累計額相当額 34,744千円

期末残高相当額 638,290千円

有形固定資産 
「その他」

取得価額相当額 1,279,061千円

減価償却累計額相当額 567,779千円

減損損失累計額相当額 71,430千円

期末残高相当額 639,851千円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減 

 損勘定期末残高

  未経過リース料期末残高相当額

１年以内 205,276千円

１年超 474,325千円

 合計 679,601千円

リース資産減損勘定期末残高 27,264千円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減 

 損勘定期末残高

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 237,652千円

１年超 480,546千円

合計 718,198千円

リース資産減損勘定期末残高 50,634千円

 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、 

 減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 239,056千円

リース資産減損勘定の取崩額 9,978千円

減価償却費相当額 186,490千円

支払利息相当額 10,191千円

減損損失 22,846千円
 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、 

 減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 243,692千円

リース資産減損勘定の取崩額 15,998千円

減価償却費相当額 235,131千円

支払利息相当額 9,784千円

減損損失 39,390千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

  …リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす

る定額法によっております。

  利息相当額の算定方法

  …リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

同左

  利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年

4月1日 至 平成19年3月31日） 

 売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年

４月１日 至平成19年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、当該事項はありません。 

区分

前連結会計年度
(平成18年３月31日現在)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日現在)

取得原価 
(千円)

連結決算日に
おける連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

連結決算日に 
おける連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

① 株式 20,055 85,252 65,196 20,055 72,114 52,058

② 債券 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

小計 20,055 85,252 65,196 20,055 72,114 52,058

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

① 株式 3,211 2,575 △635 3,211 3,177 △33

② 債券 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

小計 3,211 2,575 △635 3,211 3,177 △33

合計 23,266 87,827 64,561 23,266 75,291 52,025



(退職給付関係) 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金

制度及び退職一時金制度を設けております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 570,173千円

（内訳）

②未認識数理計算上の差異 △ 76,197千円

③年金資産 312,722千円

④退職給付引当金 333,648千円
 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 583,773千円

（内訳）

②未認識数理計算上の差異 △67,735千円

③年金資産 315,842千円

④退職給付引当金 335,665千円

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 50,860千円

②利息費用 10,977千円

③期待運用収益 △ 3,892千円

④数理計算上の差異の 
 費用処理額

△ 3,235千円

⑤退職給付費用 54,710千円

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 55,498千円

②利息費用 11,403千円

③期待運用収益 △4,690千円

④数理計算上の差異の
 費用処理額

△8,462千円

⑤退職給付費用 53,748千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 1.5％

④数理計算上の差異の処理年数 8年

 （発生の翌連結会計年度から費用処理すること
 としております。）

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左



(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費(株式報酬費用)     11,582千円 

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数 

 については、株式数に換算して記載しております。 

(1)ストック・オプションの内容 

 
    (注) 平成18年７月１日付で１株につき２株の株式分割を行なっておりますので、上 

   記株式数は当該調整後の株式数を記載しております。 

 
    (注) 平成18年７月１日付で１株につき２株の株式分割を行なっておりますので、上 

   記株式数は当該調整後の株式数を記載しております。 
  

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①ストック・オプションの数 

 
   (注) 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数 

  については、株式数に換算して記載しております。 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役6名、従業員148名、監査役3名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 320,000

付与日 平成17年３月24日

権利確定条件
権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、
従業員もしくは当社監査役の地位にあることを要す

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成18年７月１日から平成21年６月30日まで

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月28日

付与対象者の区分及び人数(名) 従業員263名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 497,000

付与日 平成18年12月５日

権利確定条件
権利行使時においても、当社または当社子会社の従業員の
地位にあることを要す

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成20年７月１日から平成23年６月30日まで

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日 平成18年６月28日

権利確定前

 期首(株) 308,000 ―

 付与(株) ― 497,000

 失効(株) 2,000 9,000

 権利確定(株) 306,000 ―

 未確定残(株) ― 488,000

権利確定後

 期首(株) ― ―

 権利確定(株) 306,000 ―

 権利行使(株) 154,000 ―

 失効(株) 4,000 ―

 未行使残(株) 148,000 ―



  ②単価情報 

 
    (注) 平成18年７月１日付で１株につき２株の株式分割を行なっておりますので、上記権利行使価 

   格は当該調整後の権利行使価格を記載しております。 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日 平成18年６月28日

権利行使価格(円) 399 725

行使時平均価格(円) 722 ―

付与日における公正な評価単価(円) ― 116.442



３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1)使用した算定技法 

 ブラック・ショールズ・モデル 
  

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法 

  ①株価変動性   25.83％ 

    平成15年８月25日から平成18年12月１日の株価実績に基づき算定 

   ②予想残存期間  3.27年 

    十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点にお 

    いて行使されるものと推定して見積もっている。 

   ③予想配当    8.25円/株 

    直近２期の実績配当金を、株式分割による株数の増加分で修正した後の単純平均値 

   ④無リスク利子率 0.97％ 

    予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り 
  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみを反映させる方法を

採用しております。 



(税効果会計関係) 

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 退職給付引当金 135,394千円

 賞与引当金 87,592千円

 有価証券等評価損 42,988千円

 未払事業税 52,274千円

 役員退職慰労引当金 40,295千円

 商品評価損 23,027千円

 減損損失 35,906千円

 その他 58,585千円

   繰延税金資産小計 476,065千円

 評価性引当額 △15,717千円

   繰延税金資産合計 460,348千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △26,198千円

   繰延税金負債合計 △26,198千円

繰延税金資産の純額 434,149千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 136,213千円

賞与引当金 104,161千円

有価証券等評価損 41,434千円

未払事業税 40,402千円

役員退職慰労引当金 43,553千円

商品評価損 12,414千円

減損損失 55,219千円

その他 64,047千円

  繰延税金資産小計 497,446千円

評価性引当額 △13,074千円

  繰延税金資産合計 484,372千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △21,111千円

  繰延税金負債合計 △21,111千円

繰延税金資産の純額 463,260千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

0.8％

住民税均等割等 9.9％

留保金課税 3.6％

税効果会計適用後の法人 
税等の負担率

54.9％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入
されない項目

1.6％

住民税均等割等 8.8％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人
税等の負担率

50.4％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年

４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高、営業利益及び資産の合計額に占める「鞄・袋物販売事業」の割合がいず

れも90％を超えるため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

  
  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年

４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年

４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  



(関連当事者との取引) 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
 

(注) １ ㈱エムケー興産との駐車場及び福岡社宅の賃借については、平成17年7月に終了しているため取引金額につ 

   いては同月までの金額を記載しております。 

２ ㈱エムケー興産は、当社代表取締役木山茂年が議決権の32.0％、同社取締役木山剛史が議決権の16.6％を直

接保有しております。 

３ ディーアンドケー㈱との建物賃貸借取引は、平成16年12月に終了しており、平成18年3月期には発生してお

りません。 

なお、当社が同社に差し入れていた敷金1,400千円については、原状回復費用との相殺予定のため、未収入

金として計上しております。 

４ ディーアンドケー㈱は、当社取締役木山剛史が議決権の100％を直接保有しております。 

５ ディーアンドケー㈱は、㈱エムケー興産の議決権の49.8％を直接保有しております。 

６ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) 建物の賃借については、鑑定価格を参考にして賃借料を決定しておりましたが、平成18年2月より賃貸人

の賃貸に係るコストを参考にして賃借料を決定しております。 

(2) 駐車場の賃借については、近隣の相場をもとに賃借料を決定しております。 

７ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
 

(注) １ ㈱エムケー興産は、当社代表取締役木山茂年が議決権の32.0％、同社取締役木山剛史が議決権の16.6％を直

接保有しております。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

建物の賃借については、賃貸人の賃貸に係るコストを参考にして賃借料を決定しております。 

３ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等(人)
事業上 
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む)

㈱ エ ム ケ
ー興産

東京都 
葛飾区

18,200 不動産の賃
貸・管理業

(被所有) 
直接28.4％ 
 

兼任２ 建物及び 
駐車場の
賃借

本店の店舗
及び駐車場
の賃借 
福岡社宅の
賃借

13,741 
 
 

291

敷金及び
保証金

―

9,000 

―
 

デ ィ ー ア
ン ド ケ ー
㈱

東京都 
葛飾区

10,000 不動産の賃
貸・管理業

― 兼任２ 建物の賃
借

― ― 未収入金 1,400

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等(人)
事業上 
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む)

㈱ エ ム ケ
ー興産

東京都 
葛飾区

18,200 不動産の賃
貸・管理業

(被所有) 
直接28.1％ 
 

兼任２ 建物 
賃借

本店の店舗
賃借

5,933 
 
 
 

― ―
 



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １株当たり純資産額 1,184円91銭 １株当たり純資産額 626円32銭

 １株当たり当期純利益 74円22銭 １株当たり当期純利益 44円86銭

 

 潜在株式調整後 
 １株当たり当期純利益

73円91銭
 

潜在株式調整後
 １株当たり当期純利益

44円63銭

 当社は、平成18年７月１日付で株式１株につき２株の

株式分割を行なっております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した

場合の１株当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

592円45銭

１株当たり当期純利益

37円11銭

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

36円95銭

項目
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の合計額 ―千円 12,372,860千円

普通株主に係る純資産額 ―千円 12,361,278千円

差額の主要な内訳

 新株予約権 ―千円 11,582千円

普通株式の発行済株式数 ―株 19,906,600株

普通株式の自己株式数 ―株 170,256株

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株

式の数
―株 19,736,344株

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 742,861千円 882,150千円

普通株式に係る当期純利益 726,861千円 882,150千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 利益処分による役員賞与金 16,000千円 ―千円

普通株式の期中平均株式数 9,793,169株 19,663,628株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳

 新株予約権 41,817株 100,671株

 普通株式増加数 41,817株 100,671株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった

潜在株式の概要
―

新株予約権 

 株主総会の特別決議日 

  平成18年６月28日 

  （普通株式488,000株）



(重要な後発事象) 

  

 
  

前連結会計年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当連結会計年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

１ 株式の分割について 

  当社は平成18年4月26日開催の取締役会において、 

 次のとおり株式の分割（無償交付）を決議いたしま 

 した。

――――――

(1) 株式分割の目的 

  株式分割により投資単位金額の引下げと株式の流 

 動性の向上を図ることにより、投資家の皆様にとっ 

 て、より投資しやすい環境を整えることを目的とす 

 るものであります。

(2) 株式分割の概要 

  平成18年7月1日（土曜日）付けをもって、普通株 

 式１株を２株に分割する。 

 ①分割の方法 

   平成18年6月30日（金曜日）現在の 終の株主名 

  簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主 

  の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分 

  割する。 

 ②分割により増加する株式数 

  株式分割前の当社発行済株式総数  9,953,300株 

  今回の分割により増加する株式数  9,953,300株 

  株式分割後の当社発行済株式総数  19,906,600株 

  株式分割後の授権資本株式数    31,200,000株

(3) 配当起算日  平成18年4月1日（土曜日）

(4) 効力発生日  平成18年7月1日（土曜日） 

  （証券保管振替制度をご利用の実質株主様は、 

  平成18年7月3日（月曜日）より増加株式数の残高 

  が発生いたします。）

(5) 新株交付日  平成18年8月18日（金曜日）

(6) その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の 

 取締役会において決定する。

 

当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場合の前

期における1株当たり情報及び当期首に行なわれたと仮

定した場合の当期における1株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

1株当たり純資産額

561円85銭

1株当たり純資産額

592円45銭

1株当たり当期純利益

22円55銭

1株当たり当期純利益

37円11銭

なお、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益につい

ては希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益

36円95銭



 
  

前連結会計年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当連結会計年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

２ 新株予約権の発行について 

  当社は、平成18年6月28日開催の定時株主総会にお 

 いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に 

 基づき、以下の要領により、当社及び当社子会社の 

 従業員に対しストックオプションとして新株予約権 

 を無償で発行することを決議しました。 

(1) 新株予約権の割当を受ける者 

   当社及び当社子会社従業員 

(2) 新株予約権発行の要領 

 ①新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

  当社普通株式 500,000株を総株数の上限とする。 

 なお、当社が新株予約権発行後、株式分割または株 

 式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株 

 式の数を調整するものとする。 

     調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時 

 点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式 

 の数についてのみ行なわれ、調整の結果1株未満の端 

 数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

  また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしく 

 は新設合併を行ない新株予約権が承継される場合、 

 または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株 

 式移転を行ない新株予約権が承継される場合、当社 

 は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を 

 行なうことができる。 

 ②新株予約権の総数 

  500個を上限とする。 

  新株予約権1個当たりの目的となる株式の数（以 

 下、「付与株式数」という）は1,000株。ただし、上 

 記①に定める株式の数の調整を行なった場合は同様 

 の調整を行なう。 

 ③新株予約権の払込金額 

  新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないもの 

 とする。 

 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  新株予約権の１個当たりの出資される財産の価額 

 は、次により決定される１株当たりの払込金額（以 

 下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金 

 額とする。 

  行使価額は、新株予約権発行の属する月の前月各日 

 （取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所に 

 おける当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗 

 じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。 

  ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値 

 （取引が成立しない場合はそれに直近の終値）を下 

 回る場合は、当該終値とする。 

  また、新株予約権発行後下記の各事由が生じたと 

 きは、下記の各算式により調整された行使価額に新 

 株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額 

 とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端 

 数を切り上げる。



 
  

前連結会計年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当連結会計年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

 

 

記

  ⅰ 当社が株式分割または株式併合を行なう場合

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
1

分割・合併の比率

  ⅱ 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行   

      （株式の無償割当てによる株式の発行および自 

      己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新 

      株予約権付社債も含む）の行使による場合およ 

      び当社の普通株式に転換できる証券の転換によ 

      る場合を除く）する場合

既発行 
株式数

＋

新規発行 
株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

 ⑤ 新株予約権の行使期間 

   平成20年7月1日から平成23年6月30日まで

 ⑥ 新株予約権の行使により増加する資本金及び資 

  本準備金に関する事項 

  ⅰ 資本金 

    法令に定める資本金等増加限度額（以下、 

   「資本金等増加限度額」という）の2分の1に相 

   当する額。ただし、1円未満の端数が生じる場 

   合、その端数を切り上げるものとし、本新株予 

   約権の行使に応じて行なう株式の交付にかかる 

   費用の額として資本金等増加限度額から減ずる 

   べき額は、0円とする。 

  ⅱ 資本準備金 

    資本金等増加限度額から前項に定める資本金 

   の額を控除した額。

 ⑦ 新株予約権の行使の条件 

  ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新 

   株予約権者」という）は、権利行使時において 

   も、当社または当社子会社の従業員の地位にあ 

   ることを要するものとする。ただし、定年退職 

   、会社都合による退職、業務上の疾病に起因す 

   る退職、および転籍その他正当な理由の存する 

   場合は権利行使をなしうるものとする。 

  ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の 

   相続は認めないものとする。 

  ⅲ その他の条件については、取締役会決議に基 

   づき、別途当社と新株予約権者との間で締結す 

   る「新株予約権割当契約」に定めるところによ 

   る。

 ⑧ 本新株予約権の取得の条件 

  ⅰ 当社が完全子会社となる株式交換契約書、ま 

   たは当社が分割会社となる会社分割についての 

   分割計画書・分割契約書について株主総会の承 

   認（株主総会の承認を要しない会社分割の場合 

   は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株 

   式移転の議案につき株主総会の決議がなされた 

   ときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取 

   得することができる。 

  ⅱ その他の取得事由および取得条件について 

   は、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予 

   約権者との間で締結する「新株予約権割当契 

   約」に定めるところによる。

 

 

 

 



 
  

前連結会計年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当連結会計年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

 ⑨ 新株予約権の譲渡による取得の制限 

  新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締 

  役会の承認を要するものとする。 

 ⑩ その他の細目事項は、本件新株予約権の募集事 

  項を決定する取締役会において定める。 

(3) 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける 

  者の募集をすることを必要とする理由 

   業績の向上と当社及び当社子会社の従業員が得ら 

   れる利益を連動させることにより、当社及び当社子 

   会社の従業員の業績向上への意欲と士気（インセン 

   ティブ）を高めることを目的として、当社及び当社 

   子会社の従業員を対象とするストックオプションと 

   して、無償で新株予約権を発行するものでありま 

   す。



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

 
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。 

  

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定の総額 

 
  

  

【借入金等明細表】 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保 償還期限

㈱東京デリカ
第３回無担保社
債

平成16年 
3月31日

500,000 500,000
6ヶ月
円Tibor+0.10

無担保社債
平成21年
3月31日

㈱東京デリカ
第４回無担保社
債

平成16年 
9月30日

500,000 500,000
6ヶ月
円Tibor+0.15

無担保社債
平成21年

9月30日

㈱東京デリカ
第５回無担保社
債

平成16年 
11月26日

500,000 500,000
6ヶ月
円Tibor+0.15

無担保社債
平成21年

11月26日

㈱東京デリカ
第６回無担保社
債

平成18年 
9月29日

―
85,000
(30,000)

0.97 無担保社債
平成21年
9月29日

合計 ― ― 1,500,000
1,585,000
(30,000)

― ― ―

１年以内 
(千円)

１年超２年以内 
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

30,000 530,000 1,025,000 ― ―

区分
前期末残高 
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 1,170,000 ― ― ―

合計 1,170,000 ― ― ―



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）
Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,301,036 1,293,734

 ２ 受取手形 3,486 ―

 ３ 売掛金 2,194,398 2,619,929

 ４ 商品 6,770,574 7,000,529

 ５ 貯蔵品 5,892 3,740

 ６ 前払費用 2,425 2,618

 ７ 繰延税金資産 200,223 198,852

 ８ 短期貸付金 200,584 210,124

 ９ 未収入金 78,556 24,223

 10 その他 35,814 61,739

   貸倒引当金 △ 3,972 △5,172

  流動資産合計 11,789,019 57.4 11,410,320 55.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※3 2,094,168 2,205,186

    減価償却累計額 1,089,159 1,005,008 1,189,974 1,015,212

  (2) 構築物 4,453 4,453
    減価償却累計額 3,318 1,134 3,409 1,043

  (3) 車両運搬具 12,866 12,866
    減価償却累計額 10,205 2,661 11,278 1,587

  (4) 器具備品 314,610 699,820
    減価償却累計額 170,076 144,534 265,988 433,832

  (5) 土地 812,398 812,398

  (6) 建設仮勘定 67,592 40,654

  有形固定資産合計 2,033,330 9.9 2,304,728 11.2

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 24,281 17,077
 

  (2) 電話加入権 29,744 29,914

  無形固定資産合計 54,025 0.3 46,991 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 87,827 75,291

  (2) 関係会社株式 40,000 40,000

  (3) 出資金 1,987 1,987

  (4) 長期貸付金 8,075 8,075

  (5) 従業員長期貸付金 584 ―

  (6) 破産債権、再生債権、 
    更生債権その他これら 
    に準ずる債権

2,208 8,928

  (7) 長期前払費用 83,973 116,100

  (8) 繰延税金資産 247,819 273,225

  (9) 敷金及び保証金 6,156,383 6,263,423

  (10) 店舗賃借仮勘定 34,266 54,684

  (11) その他 32,800 37,594

    貸倒引当金 △ 7,888 △12,419

    投資損失引当金 △ 36,000 △32,000

  投資その他の資産合計 6,652,037 32.4 6,834,890 33.2

  固定資産合計 8,739,392 42.6 9,186,611 44.6

  資産合計 20,528,412 100.0 20,596,932 100.0



 
  

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19年３月31日）

注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 607,984 663,287

 ２ 買掛金 2,876,347 3,269,637

 ３ 短期借入金 ※4 1,170,000 ―

 ４ 一年内償還予定社債 ― 30,000

 ５ 未払金 427,727 520,303

 ６ 未払費用 439,960 568,068

 ７ 未払法人税等 721,972 478,113

 ８ 未払消費税等 124,484 65,886

 ９ 預り金 43,431 43,616

 10 前受収益 7,187 8,588

 11 賞与引当金 215,851 253,846

 12 役員賞与引当金 ― 20,000

 13 その他 13,710 24,783

  流動負債合計 6,648,658 32.4 5,946,131 28.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,500,000 1,555,000

 ２ 長期未払金 228,476 171,878

 ３ 退職給付引当金 333,648 335,665

 ４ 役員退職慰労引当金 99,300 107,326

 ５ その他 84,167 88,495

  固定負債合計 2,245,592 10.9 2,258,366 11.0

  負債合計 8,894,251 43.3 8,204,498 39.8

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※1 2,986,400 14.6 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 4,176,790 ―

   資本剰余金合計 4,176,790 20.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 127,000 ―

 ２ 任意積立金

    別途積立金 3,550,000 3,550,000 ― ―

 ３ 当期未処分利益 865,026 ―

   利益剰余金合計 4,542,026 22.1 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 38,362 0.2 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※2 △ 109,418 △ 0.5 ― ―

  資本合計 11,634,160 56.7 ― ―

  負債・資本合計 20,528,412 100.0 ― ―



 
  

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19年３月31日）

注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,986,400 14.5

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 4,176,790

  (2) その他資本剰余金 8,932

    資本剰余金合計 4,185,722 20.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 127,000

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 4,100,000

    繰越利益剰余金 1,008,921

    利益剰余金合計 5,235,921 25.4

 ４ 自己株式 △58,105 △0.2

   株主資本合計 12,349,938 60.0

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 
   差額金

30,913 0.1

   評価・換算差額等合計 30,913 0.1

Ⅲ 新株予約権 11,582 0.1

   純資産合計 12,392,433 60.2

   負債純資産合計 20,596,932 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日）

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高

 １ 商品売上高 32,100,619 33,867,484

 ２ 不動産賃貸収入 87,947 32,188,566 100.0 83,446 33,950,930 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 商品売上原価

  (1) 商品期首たな卸高 7,225,866 6,770,574

  (2) 当期商品仕入高 18,125,782 19,676,806

合計 25,351,648 26,447,380

  (3) 他勘定振替高 ※1 205 23

  (4) 商品期末たな卸高 6,770,574 7,000,529

    商品売上原価 18,580,869 19,446,827

 ２ 不動産賃貸原価 25,647 18,606,517 57.8 22,099 19,468,927 57.3

   売上総利益 13,582,049 42.2 14,482,003 42.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 包装・運搬費 445,505 469,773

 ２ 広告宣伝費 451,664 486,294

 ３ 貸倒引当金繰入額 ― 1,200

 ４ 給与手当 3,974,084 4,227,999

 ５ 賞与引当金繰入額 215,851 253,846

 ６ 役員賞与引当金繰入額 ― 20,000

 ７ 退職給付費用 54,710 53,898

 ８ 役員退職慰労引当金繰入額 6,700 8,026

 ９ 支払手数料 432,970 511,568

 10 賃借料 4,127,206 4,320,966

 11 減価償却費 260,525 305,928

 12 その他 1,794,690 11,763,910 36.6 1,889,227 12,548,729 37.0

   営業利益 1,818,138 5.6 1,933,273 5.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 794 3,239

 ２ 受取配当金 2,337 1,786

 ３ 賃貸料収入 6,981 6,732

 ４ 保険金収入 11,892 2,022

 ５ 受取返還保証金 ― 3,941

 ６ その他 7,391 29,397 0.1 5,734 23,456 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 19,384 12,920

 ２ 社債利息 3,516 6,749

 ３ 社債発行費 ― 1,409

 ４ 上場関係費用 16,940 15,436

 ５ 社債保証料 5,249 5,325

 ６ その他 3,876 48,967 0.1 3,001 44,843 0.1

   経常利益 1,798,567 5.6 1,911,887 5.6



  

 

前事業年度
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日）

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益

 １ 投資損失引当金戻入益 ― 4,000

 ２ 受取補償金 ※2 17,552 17,552 0.1 4,131 8,131 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※3 43,033 19,196

 ２ 退店処理損 ※4 39,772 28,922

 ３ 貸倒引当金繰入額 ― 4,531

 ４ 減損損失 ※5 67,811 81,167

 ５ 投資損失引当金繰入額 36,000 186,617 0.6 ― 133,816 0.3

   税引前当期純利益 1,629,502 5.1 1,786,201 5.3

   法人税、住民税及び事業税 991,000 919,000

   法人税等調整額 △ 100,657 890,343 2.8 △18,948 900,051 2.7

   当期純利益 739,159 2.3 886,150 2.6

   前期繰越利益 125,867

   当期未処分利益 865,026



不動産賃貸原価明細書 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

経費

 １ 減価償却費 11,972 8,929

 ２ 管理委託料 8,647 8,647

 ３ その他 5,027 4,522

不動産賃貸原価 25,647 22,099



③ 【利益処分計算書】 

  

 
    (注) 日付は株主総会承認日であります。 

前事業年度
(平成18年６月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 865,026

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 176,255

 ２ 取締役賞与金 16,000

 ３ 任意積立金

    別途積立金 550,000 742,255

Ⅲ 次期繰越利益 122,771



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金
繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 2,986,400 4,176,790 ― 4,176,790 127,000 3,550,000 865,026 4,542,026

事業年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △176,255 △176,255

 役員賞与(注) △16,000 △16,000

 別途積立金の積立(注) 550,000 △550,000 ―

 当期純利益 886,150 886,150

 自己株式の処分 8,932 8,932

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 8,932 8,932 ― 550,000 143,894 693,894

平成19年３月31日残高(千円) 2,986,400 4,176,790 8,932 4,185,722 127,000 4,100,000 1,008,921 5,235,921

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券 

評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) △109,418 11,595,798 38,362 ― 11,634,160

事業年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △176,255 △176,255

 役員賞与(注) △16,000 △16,000

 別途積立金の積立(注) ― ―

 当期純利益 886,150 886,150

 自己株式の処分 52,514 61,446 61,446

 自己株式の取得 △1,200 △1,200 △1,200

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△7,448 11,582 4,133

事業年度中の変動額合計(千円) 51,313 754,140 △7,448 11,582 758,273

平成19年３月31日残高(千円) △58,105 12,349,938 30,913 11,582 12,392,433



重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

 決算末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定)

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

 決算末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均法

により算定)

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品 

  売価還元法による原価法

(1) 商品

同左

(2) 貯蔵品 

  終仕入原価法

(2) 貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産……定率法 

 ただし、不動産賃貸事業用建物(一

部本社使用)については、定額法を採

用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

有形固定資産

同左

無形固定資産…… 

(ソフトウェア)

社内における利用

可能期間(５年)に

基づく定額法

無形固定資産

同左

長期前払費用……均等償却 

 なお、償却期間については法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。

長期前払費用

同左

４ 繰延資産の処理方法 ――――――― 社債発行費

 支出時に全額費用処理しておりま

す。

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上してお

ります。

a 一般債権

 貸倒実績率法によっております。

b 貸倒懸念債権及び破産更生債権

 財務内容評価法によっております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

  子会社への投資に対する損失に備

えるため、その財務内容等を検討し

て計上しております。

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 賞与引当金

  従業員賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(3) 賞与引当金

同左



 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4)    ――――――― (4) 役員賞与引当金

    役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

当事業年度に見合う分を計上してお

ります。 

 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が、20,000千円減少しており

ます。

(5) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当期末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。

  数理計算上の差異については、各

期の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（8

年）による按分額をそれぞれ発生の

翌期より費用処理しております。

(5) 退職給付引当金

同左

(6) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

同左

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左



会計方針の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）
 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

12,380,851千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）
 当事業年度から「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終

改正平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。 

 これにより、株式報酬費用11,582千円が費用として計

上され、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ11,582千円減少しております。

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

    至 平成18年3月31日）

当事業年度
（自 平成18年4月 1日 

    至 平成19年3月31日）

（貸借対照表） ―――――――

  短期貸付金につきましては、前事業年度は流動資 

 産の「その他」に含まれておりましたが(809千円)、 

 当事業年度より重要性が増したため、区分掲記す 

 ることとしました。

 

（損益計算書）

  社債保証料は営業外費用総額の100分の10を超えた 

 ため、当事業年度より区分掲記することとしまし 

 た。 

  なお、前事業年度においては、営業外費用の「そ 

 の他」に3,664千円含まれております。

 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

※１ 会社が発行する株式の総数

        普通株式 15,600,000株

   ただし、定款の定めにより、株式の消却が行わ

れた場合には、これに相当する株式数を減ずるこ

ととなっております。

発行済株式総数      普通株式 9,953,300株

 

 

※１     ―――――――

        

   

※２ 会社が保有する自己株式数 普通株式 161,328株 ※２      ―――――――

※３ 有形固定資産の取得価額から直接控除した保険金

等差益の圧縮記帳額は、建物10,257千円でありま

す。

※３         同左

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、

取引銀行７行と当座借越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高等は次のとおりであります。

当座借越極度額 5,000,000千円

借入実行残高 1,170,000千円

差引額 3,830,000千円

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、

取引銀行７行と当座借越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高等は次のとおりであります。

当座借越極度額 5,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 5,000,000千円

 ５ 配当制限

   有価証券の時価評価により純資産が38,362千円増

加しております。

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。

 ５      ―――――――



(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販管費及び一般管理費（広告宣伝費及び福利厚生 

  費）への振替であります。

※１ 販管費及び一般管理費（広告宣伝費及び福利厚生 

  費）への振替であります。

※２ 退店による補償金であります。 

 

※２ 店舗の移転による補償金であります。

※３ 固定資産除却損の内訳

建物 36,186千円

器具備品 6,846千円

計 43,033千円

※３ 固定資産除却損の内訳

建物 18,487千円

器具備品 708千円

計 19,196千円

 

 

※４ 退店処理損の内訳

リース解約損失 6,263千円

賃貸借契約解約損失 33,509千円

計 39,772千円

※５ 減損損失

   当事業年度において、以下の資産グループにつ

   いて減損損失を計上しております。

種類 用途 場所

建物、器具備品
等

店舗 36店舗

   当社は、資産を賃貸資産、店舗、共用資産及び遊

休資産にグループ化し、減損損失の認識を行なって

おります。その結果、店舗について売上の不振によ

り、減損損失67,811千円を特別損失に計上しており

ます。その内訳は、建物43,257千円、器具備品

1,708千円、リース資産22,846千円であります。

   なお、回収可能価額は使用価値（割引率6％）に

より算出された金額を使用しております。

 

 

※４ 退店処理損の内訳

賃貸借契約解約損失 28,922千円

※５ 減損損失

   当事業年度において、以下の資産グループにつ

   いて減損損失を計上しております。

種類 用途 場所

建物、器具備品
等

店舗 22店舗

   当社は、資産を賃貸資産、店舗、共用資産及び遊

休資産にグループ化し、減損損失の認識を行なって

おります。その結果、店舗について売上の不振によ

り、減損損失81,167千円を特別損失に計上しており

ます。その内訳は、建物34,357千円、器具備品

7,164千円、リース資産39,645千円であります。

   なお、回収可能価額は使用価値（割引率6％）に

より算出された金額を使用しております。



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加            162,128株 

 単元未満株式の買取りによる増加        800株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストック・オプションの権利行使による減少 154,000株 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 161,328 162,928 154,000 170,256



(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

器具備品

取得価額相当額 1,115,912千円

減価償却累計額相当額 445,409千円

減損損失累計額相当額 34,744千円

期末残高相当額 635,758千円

器具備品

取得価額相当額 1,275,897千円

減価償却累計額相当額 566,513千円

減損損失累計額相当額 71,430千円

期末残高相当額 637,952千円

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産 

減損勘定期末残高

    未経過リース料期末残高相当額

１年以内 204,657千円

１年超 472,390千円

合計 677,048千円

リース資産減損勘定期末残高 27,264千円

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産 

減損勘定期末残高

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 237,021千円

１年超 479,242千円

合計 716,264千円

リース資産減損勘定期末残高 50,634千円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 238,390千円

リース資産減損勘定の取崩額 9,978千円

減価償却費相当額 185,857千円

支払利息相当額 10,131千円

減損損失 22,846千円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 243,026千円

リース資産減損勘定の取崩額 15,998千円

減価償却費相当額 234,499千円

支払利息相当額 9,737千円

減損損失 39,390千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   …リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

同左

   利息相当額の算定方法

   …リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

   利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前事業年度（平成18年3月31日）及び当事業年度（平成19年3月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

 別の内訳

 繰延税金資産

  退職給付引当金 135,394千円

  賞与引当金 87,592千円

  有価証券等評価損 42,988千円

  未払事業税 52,274千円

  役員退職慰労引当金 40,295千円

  商品評価損 23,027千円

  減損損失 35,906千円

  その他 56,762千円

  繰延税金資産合計 474,242千円

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △26,198千円

  繰延税金負債合計 △26,198千円

  繰延税金資産の純額 448,043千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

 別の内訳

 繰延税金資産

 退職給付引当金 136,213千円

 賞与引当金 103,010千円

 有価証券等評価損 41,434千円

 未払事業税 40,402千円

 役員退職慰労引当金 43,553千円

 商品評価損 12,414千円

 減損損失 55,219千円

  その他 60,942千円

  繰延税金資産合計 493,190千円

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △21,111千円

  繰延税金負債合計 △21,111千円

  繰延税金資産の純額 472,078千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率             40.6％

  （調整）

  交際費等永久に損金に算入されない項目  0.9％

  住民税均等割等              9.9％

  留保金課税                   3.7％

 その他 △0.5％

   税効果会計適用後の法人税等の負担率  54.6％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率             40.6％

  （調整）

  交際費等永久に損金に算入されない項目  1.6％

  住民税均等割等              8.7％

 その他 △0.5％

   税効果会計適用後の法人税等の負担率  50.4％



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １株当たり純資産額 1,186円50銭 １株当たり純資産額 627円31銭

 １株当たり当期純利益 73円84銭 １株当たり当期純利益 45円07銭

 

 潜在株式調整後 
 １株当たり当期純利益額

73円53銭
 

潜在株式調整後
 １株当たり当期純利益額

44円84銭

 当社は、平成18年７月１日付で株式１株につき２株の

株式分割を行なっております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した

場合の１株当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

593円25銭

１株当たり当期純利益

36円92銭

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

36円76銭

項目
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の合計額 ―千円 12,392,433千円

普通株主に係る純資産額 ―千円 12,380,851千円

差額の主要な内訳

 新株予約権 ―千円 11,582千円

普通株式の発行済株式数 ―株 19,906,600株

普通株式の自己株式数 ―株 170,256株

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株

式の数
―株 19,736,344株

項目
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日）

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

損益計算書上の当期純利益 739,159千円 886,150千円

普通株式に係る当期純利益 723,159千円 886,150千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

利益処分による役員賞与金 16,000千円 ―千円

普通株式の期中平均株式数 9,793,169株 19,663,628株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳

 新株予約権 41,817株 100,671株

 普通株式増加数 41,817株 100,671株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

― 株主総会の特別決議日 

平成18年6月28日 

（普通株式488,000株）



(重要な後発事象) 

 
  

前事業年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当事業年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

１ 株式の分割について 

  当社は平成18年4月26日開催の取締役会において、 

 次のとおり株式の分割（無償交付）を決議いたしま 

 した。

―――――――

(1) 株式分割の目的 

  株式分割により投資単位金額の引下げと株式の流 

 動性の向上を図ることにより、投資家の皆様にとっ 

 て、より投資しやすい環境を整えることを目的とす 

 るものであります。

(2) 株式分割の概要 

  平成18年7月1日（土曜日）付けをもって、普通株 

 式１株を２株に分割する。 

 ①分割の方法 

   平成18年6月30日（金曜日）現在の 終の株主名 

  簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主 

  の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分 

  割する。 

 ②分割により増加する株式数 

  株式分割前の当社発行済株式総数  9,953,300株 

  今回の分割により増加する株式数  9,953,300株 

  株式分割後の当社発行済株式総数  19,906,600株 

  株式分割後の授権資本株式数    31,200,000株

(3) 配当起算日  平成18年4月1日（土曜日）

(4) 効力発生日  平成18年7月1日（土曜日） 

  （証券保管振替制度をご利用の実質株主様は、 

  平成18年7月3日（月曜日）より増加株式数の残高 

  が発生いたします。）

(5) 新株交付日  平成18年8月18日（金曜日）

(6) その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の 

 取締役会において決定する。

 

当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場合の前

期における1株当たり情報及び当期首に行なわれたと仮

定した場合の当期における1株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

1株当たり純資産額

562円84銭

1株当たり純資産額

593円25銭

1株当たり当期純利益

23円42銭

1株当たり当期純利益

36円92銭

なお、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益につい

ては希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益

36円76銭



 
  

前事業年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当事業年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

２ 新株予約権の発行について 

  当社は、平成18年6月28日開催の定時株主総会にお 

 いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に 

 基づき、以下の要領により、当社及び当社子会社の 

 従業員に対しストックオプションとして新株予約権 

 を無償で発行することを決議しました。 

(1) 新株予約権の割当を受ける者 

   当社及び当社子会社従業員 

(2) 新株予約権発行の要領 

 ①新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

  当社普通株式 500,000株を総株数の上限とする。 

 なお、当社が新株予約権発行後、株式分割または株 

 式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株 

 式の数を調整するものとする。 

     調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時 

 点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式 

 の数についてのみ行なわれ、調整の結果1株未満の端 

 数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

  また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしく 

 は新設合併を行ない新株予約権が承継される場合、 

 または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株 

 式移転を行ない新株予約権が承継される場合、当社 

 は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を 

 行なうことができる。 

 ②新株予約権の総数 

  500個を上限とする。 

  新株予約権1個当たりの目的となる株式の数（以 

 下、「付与株式数」という）は1,000株。ただし、上 

 記①に定める株式の数の調整を行なった場合は同様 

 の調整を行なう。 

 ③新株予約権の払込金額 

  新株予約権と引換えに金銭の払込をしないものと 

 する。 

 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  新株予約権の１個当たりの出資される財産の価額 

 は、次により決定される１株当たりの払込金額（以 

 下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金 

 額とする。 

  行使価額は、新株予約権発行の属する月の前月各日 

 （取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所に 

 おける当社株式普通取引の終値の平均値に1.02を乗 

 じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。 

  ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値 

 （取引が成立しない場合はそれに直近の終値）を下 

 回る場合は、当該終値とする。 

  また、新株予約権発行後下記の各事由が



 
  

前事業年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当事業年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

 

 

記

  ⅰ 当社が株式分割または株式併合を行なう場合

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
1

分割・合併の比率

  ⅱ 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行   

      （株式の無償割当てによる株式の発行および自 

      己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新 

      株予約権付社債も含む）の行使による場合およ 

      び当社の普通株式に転換できる証券の転換によ 

      る場合を除く）する場合

既発行 
株式数

＋

新規発行 
株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

 ⑤ 新株予約権の行使期間 

   平成20年7月1日から平成23年6月30日まで

 ⑥ 新株予約権の行使により増加する資本金及び資 

  本準備金に関する事項 

  ⅰ 資本金 

    法令に定める資本金等増加限度額（以下、 

   「資本金等増加限度額」という）の2分の1に相 

   当する額。ただし、1円未満の端数が生じる場 

   合、その端数を切り上げるものとし、本新株予 

   約権の行使に応じて行なう株式の交付にかかる 

   費用の額として資本金等増加限度額から減ずる 

   べき額は、0円とする。 

  ⅱ 資本準備金 

    資本金等増加限度額から前項に定める資本金 

   の額を控除した額。

 ⑦ 新株予約権の行使の条件 

  ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新 

   株予約権者」という）は、権利行使時において 

   も、当社または当社子会社の従業員の地位にあ 

   ることを要するものとする。ただし、定年退職 

   、会社都合による退職、業務上の疾病に起因す 

   る退職、および転籍その他正当な理由の存する 

   場合は権利行使をなしうるものとする。 

  ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の 

   相続は認めないものとする。 

  ⅲ その他の条件については、取締役会決議に基 

   づき、別途当社と新株予約権者との間で締結す 

   る「新株予約権割当契約」に定めるところによ 

   る。

 ⑧ 本新株予約権の取得の条件 

  ⅰ 当社が完全子会社となる株式交換契約書、ま 

   たは当社が分割会社となる会社分割についての 

   分割計画書・分割契約書について株主総会の承 

   認（株主総会の承認を要しない会社分割の場合 

   は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株 

   式移転の議案につき株主総会の決議がなされた 

   ときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取 

   得することができる。 

  ⅱ その他の取得事由および取得条件について 

   は、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予 

   約権者との間で締結する「新株予約権割当契 

   約」に定めるところによる。

  

 

 



 
  

前事業年度
（自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日

当事業年度
（自 平成18年4月 1日
 至 平成19年3月31日

 ⑨ 新株予約権の譲渡による取得の制限 

  新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締 

  役会の承認を要するものとする。 

 ⑩ その他の細目事項は、本件新株予約権の募集事 

  項を決定する取締役会において定める。 

(3) 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける 

  者の募集をすることを必要とする理由 

   業績の向上と当社及び当社子会社の従業員が得ら 

   れる利益を連動させることにより、当社及び当社子 

   会社の従業員の業績向上への意欲と士気（インセン 

   ティブ）を高めることを目的として、当社及び当社 

   子会社の従業員を対象とするストックオプションと 

   して、無償で新株予約権を発行するものでありま 

   す。



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が、資産の総額の1/100以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記

載を省略しております。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 当期減少額のうち（ ）内の金額は、減損損失の計上額の内書であります。 

２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

 
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

 
４ 有形固定資産の当期償却額280,691千円は、不動産賃貸原価8,929千円及び販売費及び一般管理費 

  271,761千円であります。 

５ 無形固定資産については、資産総額の１％以下のため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減

少額」の記載を省略しております。 

  

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 2,094,168 244,226
133,208
(34,357)

2,205,186 1,189,974 180,778 1,015,212

 構築物 4,453 ― ― 4,453 3,409 91 1,043

 車両運搬具 12,866 ― ― 12,866 11,278 1,073 1,587

 器具備品 314,610 395,918
10,707
( 7,164)

699,820 265,988 98,747 433,832

 土地 812,398 ― ― 812,398 ― ― 812,398

 建設仮勘定 67,592 569,034 595,972 40,654 ― ― 40,654

有形固定資産計 3,306,089 1,209,179
739,888
(41,521)

3,775,380 1,470,651 280,691 2,304,728

無形固定資産

 ソフトウェア ― ― ― 35,310 18,232 8,753 17,077

 電話加入権 ― ― ― 29,914 ― ― 29,914

無形固定資産計 ― ― ― 65,224 18,232 8,753 46,991

長期前払費用 114,364 64,017 9,268 169,113 53,012 25,413 116,100

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

   建物 新規出店の内部造作 168,206千円

既存店の改装 76,020千円

     器具備品 新規出店の店舗内什器 218,868千円

既存店の改装による店舗内什器 177,049千円

  建物 店舗改装に伴う減少 61,521千円

店舗閉鎖に伴う減少 22,433千円



【引当金明細表】 

  

 
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

   ２ 投資損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、関係会社株式の実質価値の回復による戻入 

   額であります。 

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 11,860 8,731 ― 3,000 17,591

投資損失引当金 36,000 ― ― 4,000 32,000

賞与引当金 215,851 253,846 215,851 ― 253,846

役員賞与引当金 ― 20,000 ― ― 20,000

役員退職慰労引当金 99,300 8,026 ― ― 107,326



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

 
  

ロ 売掛金 
(a) 相手先別内訳 

  

 
  

区分 金額(千円)

現金 49,127

預金

当座預金 1,315

普通預金 1,213,703

定期預金 27,700

別段預金 1,887

預金計 1,244,606

合計 1,293,734

区分 相手先 金額(千円)

デベロッパー預け金

イオン㈱ 310,297

㈱ダイヤモンドシティ 153,140

㈱西友 136,950

イオンモール㈱ 126,543

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 123,921

その他 1,671,558

小計 2,522,412

クレジット未収金他

㈱ジェーシービー 19,982

㈱住友クレジットサービス 17,549

㈱クレディセゾン 12,664

日本信販㈱ 8,235

㈱ジャックス 7,864

その他 31,220

小計 97,517

合計 2,619,929



(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

 
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  
ハ 商品 

  

 
(注) その他には、レザーウェア・毛皮、メンズバッグ等が含まれております。 

  

ニ 貯蔵品 

  

 
  

ホ 敷金及び保証金 

  

 
  

前期繰越高 
(千円) 
(Ａ)

当期発生高 
(千円) 
(Ｂ)

当期回収高
(千円) 
(Ｃ)

次期繰越高
(千円) 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

2,194,398 35,560,858 35,135,327 2,619,929 93.1 24.7

品種 金額(千円)

ハンドバッグ 913,611

カジュアルバッグ 1,144,556

インポートバッグ 1,557,290

財布・雑貨 1,786,174

その他 1,598,896

合計 7,000,529

品目 金額(千円)

事務・消耗品 1,754

会社案内 1,832

その他 152

合計 3,740

区分 金額(千円)

店舗敷金及び保証金 6,208,172

事務所等保証金 40,849

社宅敷金及び保証金 14,401

合計 6,263,423



② 負債の部 

イ 支払手形 

(a) 相手先別内訳 

  

 
  

(b) 期日別内訳 

  

 
  

ロ 買掛金 

 相手先別内訳 

  

相手先 金額(千円)

㈱大成 98,000

㈱ヤマニ 47,000

㈱サライ 44,000

㈱プリンセストラヤ 43,700

サンコー鞄㈱ 40,000

その他 390,587

合計 663,287

期日別 金額(千円)

平成19年４月 228,720

    ５月 275,214

    ６月 159,353

合計 663,287

相手先 金額(千円)

㈱吉田 453,806

㈱プリンセストラヤ 167,734

㈱ルックイン 158,807

㈱ヤマニ 144,087

㈱サック 101,728

その他 2,243,473

合計 3,269,637



ハ 社債 

  

 
(注) 発行年月、利率等については、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑥連結附属明細表」

の「社債明細表」に記載しております。 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 金額（千円）

第３回無担保社債 500,000

第４回無担保社債 500,000

第５回無担保社債 500,000

第６回無担保社債 50,000

合計 1,555,000



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

取得請求権付株式の取得を請求する権利 

株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 10,000株券、1,000株券、100株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店営業所

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店営業所

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来
ない場合は、日本経済新聞に掲載して行なう。 
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。 
http://www.tokyo-derica.com

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第33期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月28日関東財務局長に提

出 

(2) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2（ストック・オプション制度に伴う新株予約

権発行）の規定に基づく臨時報告書を平成18年11月20日関東財務局長に提出 

(3) 臨時報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(2)臨時報告書の訂正報告書）を平成18年12月5日関東財務局長に提出 

(4) 半期報告書  

事業年度 第34期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)平成18年12月18日関東財務局長に

提出 

(5) 半期報告書の訂正報告書  

平成19年２月22日関東財務局長に提出 

事業年度(第33期中)(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)の半期報告書に係る訂正報告書で

あります。 

平成19年２月22日関東財務局長に提出 

事業年度(第34期中)(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)の半期報告書に係る訂正報告書で

あります。 

(6) 有価証券報告書の訂正報告書  

平成19年２月22日関東財務局長に提出 

事業年度(第33期)(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書

であります。 

  

   

   

   

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 

 

  

平成18年６月28日

株式会社 東 京 デ リ カ 

 取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社東京デリカの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社東京デリカ及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

追記情報 

 (1)重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成18年4月26日開催の取締役会において、 

   株式分割により新株式の発行を行うことを決議した。 

 (2)重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成18年6月28日開催の定時株主総会におい 

   て、新株予約権の発行を決議した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士   杉 山 昌 明   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士   堀 切   進   ㊞

※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したもの

であり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

 

  

平成19年６月28日

株式会社 東 京 デ リ カ 

 取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社東京デリカの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社東京デリカ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社はストック・オプション等に関する会計基準を適用しているため、

当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士   杉 山 昌 明   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士   堀 切   進   ㊞

※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したもの

であり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

 
  

平成18年６月28日

株式会社 東 京 デ リ カ 

 取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社東京デリカの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社東京デリカの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 (1)重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成18年4月26日開催の取締役会において、 

   株式分割により新株式の発行を行うことを決議した。 

 (2)重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成18年6月28日開催の定時株主総会におい 

   て、新株予約権の発行を決議した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士   杉 山 昌 明   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士   堀 切   進   ㊞

※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したもの

であり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

 
  

平成19年６月28日

株式会社 東 京 デ リ カ 

 取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社東京デリカの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社東京デリカの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社はストック・オプション等に関する会計基準を適用しているため、

当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士   杉 山 昌 明   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士   堀 切   進   ㊞

※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したもの

であり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
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